
- 206 -

（９）関係機関等との連携

①事業実施計画及び施設管理規程の策定または変更時の情報提供と円滑な調整

（中期目標）

適切な役割分担の下に効率的な業務の実施を図るため、利水者をはじめとした関

係機関に対し、業務運営に関する適時適切な情報提供等を行うこと等により積極的

な連携を図ること。また、用途間転用等水資源の利用の合理化の実施、費用の負担

割合の決定等に当たっては、関係機関との円滑な調整に努めること。

（中期計画）

業務運営に関する適切な情報提供等を行うこと等により、関係機関と積極的な連

携を図り、適切な役割分担の下に効率的な業務を推進するため、本社、支社及び局

の利水者対応窓口機能の強化を図る（再掲）ほか、次に掲げる事項を実施する。

① 事業実施計画又は施設管理規程の策定又は変更に伴い、費用の負担割合を決定

等する場合にあっては、費用負担者に対して必要な情報提供を行うとともに、関

係機関との円滑な調整を図る。

⑥ 用途間転用等水資源の利用の合理化の実施に当たっては、積極的に関係機関と

の円滑な調整を図る。

（年度計画）

① 事業実施計画又は施設管理規程の策定又は変更に伴う費用負担割合の決定等を

行うに当たっては、費用負担者に対して必要な情報提供を行うとともに、関係機

関との円滑な調整を図る。

平成１９年度は、滝沢ダム及び徳山ダムの管理移行（平成２０年度）に伴う施

設管理規程の策定を行う。

また、このほかに事業実施計画及び施設管理規程の策定又は変更の必要が生じ

た場合には適切に手続きを行う。

⑥ 用途間転用等水資源の利用の合理化の実施に当たっては、積極的に関係機関と

の円滑な調整を図る。

（年度計画における目標設定の考え方）

事業実施計画又は施設管理規程の策定又は一部変更若しくは廃止や用途間転用の実施に当たって

は、費用負担者及び関係機関に対して、必要な情報の提供を行い、円滑な調整に努めることとした。

（平成１９年度における取組）

１．事業実施計画の変更等に係る情報提供・調整

用水路等事業においては、豊川用水二期事業及び群馬用水施設緊急改築事業の２事

業において、事業実施計画の変更手続きを実施した。

① 豊川用水二期事業

、 （ ）豊川用水二期事業は 新規制度による事業 大規模地震対策及び石綿管除去対策

、 。の追加を行い 事業完了を平成２７年度とする事業実施計画の変更手続を実施した
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新規事業の追加による利水者の費用負担についての情報提供や地元約２９，０００

人の同意を取得した上で、関係機関との円滑な調整を図ることにより、適切に変更

手続を実施した。

表－１ 豊川用水二期事業に関する事業実施計画の変更に係る関係機関

主務省 厚生労働省・農林水産省・経済産業省

関係省 総務省・財務省・国土交通省

関係県 静岡県・愛知県

利水者

農業用水 湖西用水土地改良区・牟呂用水土地改良区・松原用水土地改良区

豊川総合用水土地改良区

水道用水 愛知県

工業用水 静岡県、愛知県

・事業実施計画変更認可 平成２０年 １月３１日

② 群馬用水施設緊急改築事業

群馬用水施設緊急改築事業は、国指定史跡区域内での施工に関する文化庁との協

議の結果、事業工期の延期（平成21年度の事業完了）を行った。利水者、関係機関

との円滑な調整により、適切に事業実施計画変更の手続を実施した。

表－２ 群馬用水施設緊急改築事業に関する事業実施計画変更に係る関係機関

主務省 厚生労働省・農林水産省

関係省 総務省・財務省・国土交通省

関係都県 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都

利水者

農業用水 群馬用水土地改良区

水道用水 群馬県・高崎市

・事業実施計画変更認可 平成２０年 １月３１日

２．施設管理規程の変更等に係る情報提供・調整

※何れの変更事案の内容等についても （３）的確な施設の管理①施設管理規程に基づい、

た的確な管理等（Ｐ．９７）に記載。

○滝沢ダム及び徳山ダムに関する施設管理規程の策定

① 関係機関との調整

滝沢ダム建設事業及び徳山ダム建設事業の管理移行に伴う施設管理規程の策定に

際し、表－３及び表－４に示す関係機関に対して、滝沢ダムについては延べ１５０
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日、徳山ダムについては延べ１５０日の説明及び調整を行った。

表－３ 滝沢ダムに関する施設管理規程の策定に係る関係機関

主務省 国土交通省

関係省 総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省

関係都県 埼玉県・東京都

利水者

水道用水 埼玉県・東京都

発電事業者 埼玉県

表－４ 徳山ダムに関する施設管理規程の策定に係る関係機関

主務省 国土交通省

関係省 総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省

関係県 岐阜県・愛知県・三重県

利水者

水道用水 岐阜県・愛知県・名古屋市

工業用水 岐阜県・名古屋市

発電事業者 中部電力㈱・電源開発㈱

② 施設管理規程の策定手続等

・施設管理規程の認可 平成２０年３月３１日

３．その他施設管理規程の変更等に係る情報提供・調整

、「（ ） ．（ ） （ ．※何れの変更等事案の内容についても ３ ①２ ４ 施設管理規程等の見直し Ｐ

９７ 」に記載。）

○浦山ダムに関する施設管理規程の変更等

① 関係機関との調整

浦山ダムの共同事業者である発電事業主体の変更、洪水調節等後の水位低下時の

利水放流設備併用操作の明確化を図るため等の施設管理規程の変更に際し、表－５

に示す関係機関に対して、延べ９０日の説明及び調整を行った。
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表－５ 浦山ダムに関する施設管理規程の変更に係る関係機関

主務省 国土交通省

関係省 総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省

関係都県 埼玉県・東京都

利水者

水道用水 秩父市・埼玉県・東京都

発電事業者 東京発電㈱

② 施設管理規程の策定手続等

・施設管理規程の変更の認可 平成２０年３月３１日

○岩屋ダムに関する施設管理規程の変更等

① 関係機関との調整

岩屋ダムの利水者（かんがい用水）が取水を開始することに伴うかんがい期間の

、 、明確化等を図るための施設管理規程の変更に際し 表－６に示す関係機関に対して

延べ９０日の説明及び調整を行った。

表－６ 岩屋ダムに関する施設管理規程の変更に係る関係機関

主務省 国土交通省

関係省 総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省

関係県 岐阜県・愛知県・三重県

利水者

水道用水 岐阜県・愛知県・三重県・名古屋市

工業用水 岐阜県・三重県

発電事業者 中部電力㈱

② 施設管理規程の策定手続等

・施設管理規程の変更の認可 平成２０年３月３１日

○長良川河口堰に関する施設管理規程の変更等

① 関係機関との調整

洪水時における塩水の遡上防止を目的とした、操作方法の変更に係る施設管理規

程の変更に際し、表－７に示す関係機関に対して、延べ６０日の説明及び調整を行

った。
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表－７ 長良川河口堰に関する施設管理規程の変更に係る関係機関

主務省 国土交通省

関係省 総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省

関係県 岐阜県・愛知県・三重県

利水者

水道用水 愛知県・名古屋市・三重県

工業用水 愛知県・三重県

② 施設管理規程の策定手続等

・施設管理規程の変更の認可 平成１９年４月２７日

○房総導水路に関する施設管理規程の変更等

① 関係機関との調整

房総導水路のうち、両総用水共用施設（農林水産省との共有施設）の一部である

横芝堰は、河川管理者（千葉県知事）による河川工事に伴い改築が必要となり、河

川工事の附帯工事として改築されたことから、旧施設と諸元等が異なることとなっ

たので、管理対象施設の諸元の明確化を図るための施設管理規程の変更に際し、表

－８に示す関係機関に対して、延べ８０日の説明及び調整を行った。

表－８ 房総導水路に関する施設管理規程の変更に係る関係機関

主務省 厚生労働省・農林水産省・経済産業省

関係省 総務省・財務省・国土交通省

関係都県 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都

利水者

水道用水 千葉県・千葉市・九十九里地域水道企業団・南房総広域水道企業団

工業用水 千葉県

② 施設管理規程の策定手続等

・施設管理規程の変更の認可 平成１９年６月２７日

○秋ケ瀬取水堰及び朝霞水路に関する施設管理規程の変更等

① 関係機関との調整

秋ケ瀬取水堰及び朝霞水路の利水者（水道用水）が滝沢ダムの完成により同ダム

の開発水の取水を開始し、水源計画を変更すること及びこれに伴う費用負担割合の

変更に係る施設管理規程の変更に際し、表－９に示す関係機関に対して、延べ３０

日の説明及び調整を行った。
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表－９ 秋ケ瀬取水堰及び朝霞水路に関する施設管理規程の変更に係る関係機関

主務省 厚生労働省・経済産業省

関係省 総務省・財務省・農林水産省・国土交通省

関係都県 埼玉県・東京都

利水者

水道用水 埼玉県・東京都

工業用水 埼玉県

② 施設管理規程の策定手続等

・施設管理規程の変更の認可 平成２０年３月３１日

○長良川河口堰に関する施設管理規程の変更等

① 関係機関との調整

長良川河口堰の開発水のうち工業用水の一部を水道用水に転用（５．４６㎥/s）

することに伴う費用負担割合の変更に係る施設管理規程の変更に際し、表－１０に

示す関係機関に対して、延べ９０日の説明及び調整を行った。

表－１０ 長良川河口堰に関する施設管理規程の変更に係る関係機関

主務省 国土交通省

関係省 総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省

関係県 岐阜県・愛知県・三重県

利水者

水道用水 愛知県・名古屋市・三重県

工業用水 愛知県・三重県

② 施設管理規程の策定手続等

・施設管理規程の変更の認可申請 平成２０年３月２７日

中期目標等における目標の達成状況

建設事業に係る事業実施計画の作成・変更及び総事業費の変更、管理移行に係る

施設管理規程の策定、管理事業に係る施設管理規程の変更及び管理費負担割合の決

定、水資源の利用の合理化に資する用途間転用の実施等に当たっては、費用負担者

及び関係機関に対して必要な情報の提供を行い、円滑な調整に努め、平成１９年度

は９件の手続を完了し、１件について認可申請を行った。このことから、中期計画

に掲げる関係機関との連携（事業実施計画及び施設管理規程の策定または変更時の

情報提供と円滑な調整）については、本中期目標期間中に、目標を達成できたもの

と考えている。
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（９）関係機関等との連携

②利水者説明会の実施

（中期目標）

適切な役割分担の下に効率的な業務の実施を図るため、利水者をはじめとした関

係機関に対し、業務運営に関する適時適切な情報提供等を行うこと等により積極的

な連携を図ること。また、用途間転用等水資源の利用の合理化の実施、費用の負担

割合の決定等に当たっては、関係機関との円滑な調整に努めること。

（中期計画）

② 利水者に対して、個別事業の年間計画策定時等、業務内容や負担金の算出根拠

等の説明及び利水者の要望等の把握を行うため、年１回以上説明会を実施する。

（年度計画）

② 利水者に対して、平成１９年度の個別事業の年間計画策定時及び平成２０年度

の予算要求時において、業務内容や負担金の算出根拠等の説明及び利水者の要望等

の把握を行うための説明会を実施する。

（年度計画における目標設定の考え方）

利水者に対し、適時適切な情報提供等を行うとともに利水者の要望等を把握するため、個別事業に

係る平成18年度業務内容及び平成19年度の予算要求内容等についての説明会を実施することとした。

（平成１９年度における取組）

利水者説明会の実施■

平成１９年度は各管内において、建設事業及び管理業務に係る平成２０年度予算概

算要求案（以下「概算要求案」という ）及び平成１９年度の事業計画（以下「事業計。

」 。） 、 、 。画 という の説明を中心として 関係都県 利水者等に対する説明会等を開催した

なお、説明項目、説明時期等については、各管内ごとの利水者の要望等を踏まえて

決定した。

このほか、トップコミュニケーションとして１０月から２月にかけて６０回（延べ

７２人 、関係利水者（知事及び関係部長等）と機構役員等との間で、第２期中期計画）

策定に向けた機構の取組み等について情報交換を行った。

１．関東管内

① 管理業務の説明会を５月から７月にかけて開催し、概算要求案及び事業計画の

説明に加え、機構の事務的経費の取扱いやコスト縮減（総合コスト縮減及び事務

的経費の縮減）について説明を行った。

② 滝沢ダム、思川開発及び武蔵水路改築の建設事業の概算要求案及び事業計画の

説明を管理業務の当該説明会に合わせ開催した。

さらに、滝沢ダムにおいては、事業費管理検討会（幹事会）を５月と９月に開

催し、事業計画、進捗状況、コスト縮減内容等について説明し、関係機関との連
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携を図った。

③ 平成１８年度末で完了した浦山ダム建設事業（償還事業：第二次精算）の事業

精算説明会を７月に開催し、平成１９年度末で完了する滝沢ダム建設事業の事業

概算精算説明会を１１月に開催した。

２．中部支社管内

① 管理業務の概算要求案及び事業計画の説明会を４月から６月にかけて実施し、

機構の事務的経費の取扱いについての説明を８月から９月にかけて実施した。

② 徳山ダム、豊川用水二期の建設事業の概算要求案及び事業計画の説明を管理業

務の当該説明会に合わせ開催した。

さらに、徳山ダムにおいては、事業費管理検討会を平成２０年１月と３月に開

催し、事業計画、進捗状況、コスト縮減内容等について説明し、関係機関との連

携を図った。

③ 平成１８年度末で完了した愛知用水二期事業（牧尾堆砂対策）の事業精算説明

会を７月に開催し、平成１９年度末で完了する徳山ダム建設事業の事業概算精算

説明会を９月に開催した。

３．関西支社管内

① 管理業務の事業計画の説明会を５月から６月にかけて実施し、概算要求案の説

明会を９月から１０月にかけて実施した。さらに、平成２１年度概算要求内容の

説明会を２月から３月にかけて実施した。

② 川上ダム及び丹生ダムの建設事業の事業計画の説明及び概算要求案の説明を管

理業務の当該説明会に合わせ開催した。

③ 事業計画の変更等については、必要が生じた都度順次、関係する利水者に対し

て事前に説明を行い、了解を得たうえで実施した。

④ 平成１８年度末で完了した日吉ダム建設事業（償還事業：第二次精算）の事業

精算説明会を６月に開催した。

⑤ 平成１８年度実施の利水者アンケートに関する意見・要望について、事業計画

、 、等の説明会の開催時に合わせて説明を行うとともに 機構の事務的経費の取扱い

今後５ヶ年の管理施設等更新計画について説明を行った。

また、関心の高い水質については、水道連絡協議会において機構の水質への取

組について、講演を行った。

４．吉野川局管内

① 管理業務及び建設事業について、６月に概算要求案及び事業計画、１０月に前

年度精算額、施工変更内容、概算要求額、２月又は３月に施工変更内容、翌年度

実施計画、翌々年度の概算要求案と３度の説明会を行い、合わせてコスト縮減内

容、割掛制度変更、吉野川局経費、早明浦ダム災害復旧工事の申請など個別案件

の説明を行った。
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② 平成１７年度末で完了した香川用水施設緊急改築事業（共用施設部分）及び平

成２０年度完成を目指している同事業（水道専用施設）調整池建設工事に関し、

水路の２連化やアルカリ骨材反応の抑止対策による施設の長寿命化、遠方制御化

の追加による水管理システムの改善及びビオトープによる環境保全の取り組み等

について、説明会を実施した。

利水者からは、二連化や水路の長寿命化について、補修・点検・事故時への対

応での断水軽減に寄与し安全性を高めたこと、また、水管理システム改善では、

操作作業時間の短縮に寄与しており、配水管理においても大変有効に働くといっ

、 、 。 、た評価とともに 経費節減につながると期待する といった意見を頂いた なお

ビオトープ整備については、小学生などの環境学習の場を通じ、香川用水への理

解や関心が深められるとともに、地域に根付くものとなることを期待するといっ

た意見も頂いた。

５．筑後川局管内

① 管理業務の概算要求案及び事業計画の説明会を４月に実施し、予算要求後の１

０月に予算の内容、負担金額、割掛経費の制度変更に伴う負担額算出等の説明を

個別事業ごとに行ったほか、水源状況やトピックスの説明を行った。

② 大山ダム及び小石原川ダムの建設事業の概算要求案及び事業計画の説明を管理

業務の当該説明会に合わせ開催した。

さらに、大山ダムと小石原川ダムにおいては、平成１８年度より実施している

事業費管理説明会を開催し、事業計画、進捗状況、コスト縮減内容等について説

明し、関係機関との連携を図った。

③ 利水者に対する個別の説明に加えて、都市用水利水者と機構との連絡会を、６

月、１２月及び３月の３回開催し、管内の事業計画説明、平成１９年度の事業説

明・平成２０年度の予算説明、水源状況、管理の状況報告及び大山ダム工事現場

の視察を行うとともに、各都市用水利水者から自己水源状況を含めた各施設管理

等の取組状況の報告等の意見交換を行った。

また、水路事業に関係する都府県担当者を対象として、水路事業実施地区の現地視

察や講演等を通じて、水路事業への理解を深めるとともに、相互の情報交換の場とす

ることを目的に、水路補修や調整池築造などの緊急改築事業を実施している香川用水

「 」 、 。地区にて 水路事業現地検討会 開催し １２府県から担当者３８名の参加があった
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中期目標等における目標の達成状況

利水者説明会については、昨年度までに引き続き、平成１９年度においても、本

社管内をはじめとして各支社・局管内において、各利水者年１回以上、可能な限り

利水者の要望に対応した形で実施してきたことから、中期計画に掲げる利水者説明

会の実施については、本中期目標期間中、着実に目標を達成できたものと考えてい

る。
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（９）関係機関等との連携

③ダム等施設管理業務説明会の実施

（中期目標）

適切な役割分担の下に効率的な業務の実施を図るため、利水者をはじめとした関

係機関に対し、業務運営に関する適時適切な情報提供等を行うこと等により積極的

な連携を図ること。また、用途間転用等水資源の利用の合理化の実施、費用の負担

割合の決定等に当たっては、関係機関との円滑な調整に努めること。

（中期計画）

③ ダム等施設管理業務においては、下流近隣市町村等を対象に、ダム放流時の連

絡、手続等について、年１回以上説明会を実施する。

（年度計画）

③ ダム等施設管理業務においては、下流近隣市町村等を対象に、ダム放流時の連

絡、手続等についての説明会（放流連絡会）を実施する。

また、放流連絡会及び水防連絡会の場を活用し、洪水調節の効果等について、具

体的事例等により分かりやすい説明を行う。

（年度計画における目標設定の考え方）

ダム等の水源地域や、水路等施設の周辺地域への情報提供及び必要な打合せを行い、地域の関係機

関との連携を深めていくこととし、その一つとして、ダム放流時の連絡や手続について、説明会を実

施することとした。

（平成１９年度における取組）

ダム等施設管理業務説明会の実施■

平成１９年度には 関係機関に対して 特定施設である全ダム ２０施設 堰 ２、 、 （ ）、 （

施設）及び利水ダム（２施設）において、放流時の連絡体制や手続に関する説明会を

出水期前に実施した。この放流連絡会では、連絡体制や手続の説明に加え、ダム等の

役割や効果についての説明も実施した。また、水防関係者の連絡会に参加しダムの役

割等を説明するなど、洪水調節の勉強会や洪水調節の効果に関する説明会等を延べ３

６回実施した。
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写真－１ 洪水調節に関する説明会（岩屋ダム、木津川総管）

中期目標等における目標の達成状況

昨年度までに引き続き、平成１９年度においても、ダム放流時の連絡、手続等に

ついての説明会を出水期前に実施し、また、洪水調節に関する説明会・勉強会を実

施していることから、中期計画に掲げる関係機関との連携（ダム等施設管理業務説

明会の実施）については、本中期目標期間中、着実に目標を達成できたものと考え

ている。
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（９）関係機関等との連携

④用水路等施設管理運営協議会等の実施

（中期目標）

適切な役割分担の下に効率的な業務の実施を図るため、利水者をはじめとした関

係機関に対し、業務運営に関する適時適切な情報提供等を行うこと等により積極的

な連携を図ること。また、用途間転用等水資源の利用の合理化の実施、費用の負担

割合の決定等に当たっては、関係機関との円滑な調整に努めること。

（中期計画）

④ 用水路等施設管理業務においては、管理運営に関する重要事項の審議及び利水

者等の要望等の把握を行うため、年１回以上協議会等を開催する。

（年度計画）

④ 用水路等施設管理業務においては、管理運営に関する重要事項の審議及び利水

者等の要望等の把握を行うための協議会等を開催する。

（年度計画における目標設定の考え方）

利水者に対し、適時適切な情報提供等を行うとともに利水者の要望等を把握するため、用水路等施

設管理業務においては、管理運営に関する重要事項の審議等を内容とする管理運営協議会等を実施す

ることとした。

（平成１９年度における取組）

用水路等施設管理運営協議会等の実施■

平成１９年度には、１７施設において、管理運営協議会等を開催し、利水者からの

意見・要望等の把握に努めた。

関東管内においては、管理運営協議会等を６月から８月にかけて開催し、管理業務

の平成１８年度実施状況、平成１９年度計画等について説明・報告を行った。

中部支社管内においては、管理委員会（愛知用水及び豊川用水）及び管理運営協議

会を２月に開催している。その議事で翌々年度の概算要求の骨子を説明、諮問し、利

水者の意見を翌年５月の概算要求に反映させる場としている。また、ダム等管理業務

に係る連絡会を新たに設置し、利水者との意見交換や情報提供を行う場として、１１

月に２ヶ所で開催した。

吉野川局管内においては、管理運営協議会を７月に実施し、香川用水施設緊急改築

事業の進捗状況、平成１８年度管理業務実施の報告（管理概要、渇水報告、施設保全

課題等）及び平成１９年度管理業務計画、香川用水調整池の運用面の検討、建設事業

費及び今後の管理費の軽減検討等について説明を行った。

筑後川局管内においては、５月、１０月に農水・都市用水の各利水者を対象に両筑

二期事業推進協議会の幹事会及び総会を適宜開催し、二期事業の概要、平成１９年度
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事業計画、平成２０年度の概算要求等について説明を行った。管理事業においては、

、 、５月から１０月にかけて配水運営協議会及び管理運営協議会を開催し 施設管理計画

取水、通水実績及び計画等について報告を行うとともに、意見交換を行うなかで、要

望等については管理に反映させてきた。

写真－１ 管理運営協議会（東総用水） 写真－２ 管理運営協議会（香川用水）

中期目標等における目標の達成状況

平成１９年度においても、用水路等施設管理業務の協議会等を各利水者と年１回

以上開催し、また、利水者からの意見・要望を踏まえ、活発な意見交換・協議の場

となるよう努めたことから、中期計画に掲げる用水路等施設管理業務の協議会等の

実施については、本中期目標期間中、着実に目標を達成できたものと考えている。
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（９）関係機関等との連携

⑤危機的状況時における関係機関等との積極的な連携

（中期目標）

適切な役割分担の下に効率的な業務の実施を図るため、利水者をはじめとした関

係機関に対し、業務運営に関する適時適切な情報提供等を行うこと等により積極的

な連携を図ること。また、用途間転用等水資源の利用の合理化の実施、費用の負担

割合の決定等に当たっては、関係機関との円滑な調整に努めること。

（中期計画）

⑤ 積極的な連携、適切な役割分担を図るため、関係機関等に必要に応じて様々な

情報の提供を行うほか、危機的状況時における協力関係等を構築するため、必要な

打合せ等を実施する。

（年度計画）

⑤ 積極的な連携、適切な役割分担を図るため、関係機関等に必要に応じて様々な

情報の提供を行うほか、危機的状況時における協力関係等を構築するため、必要な

打合せ等を実施する。

またホームページ等を利用し、貯水量、降水量等に関する適時的確な情報提供に

努める。

（年度計画における目標設定の考え方）

施設管理を通じてダム等の水源地域や、水路等施設の周辺地域への情報提供及び必要な打合せを行

い、地域の関係機関との連携を深めていくこととした。また、必要な打合せを実施して危機的状況時

における協力関係等を構築して行くこととした。

（平成１９年度における取組）

危機的状況時における関係機関等との積極的な連携■

平成１９年度は、管理業務において防災情報や水質に関する情報など、関係機関等

に様々な情報の提供を行うとともに、年間延べ１５２回（平成１８年度２２３回）の

打合せ等を実施した。

＜情報提供の項目＞

・防災情報

・ダムの水管理情報

・堰操作に関するお知らせ

・水質情報（水温、濁水、アオコなど）

・フラッシュ放流、弾力的管理試験情報

＜打合せの項目＞

・緊急時の連絡体制

・水防会議

・災害時の方法伝達
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・異常洪水時の対応

・地震震度による通水量及び通水停止について

・水質事故対応

・渇水対応について

これらの情報提供や打合せを行うことにより、危機的状況時の関係機関との連絡体

制の強化、洪水に備えた水防訓練の実施など協力関係の構築が図られた。

中期目標等における目標の達成状況

平成１９年度には、これまでに引き続き、防災情報や水質に関する情報など、様

々な情報の提供を行うとともに、緊急時の連絡体制等の打合せを延べ１５２回実施

し、関係機関との協力関係の構築が図られた。このように情報提供等を行い、関係

機関との連携を図ることにより、中期計画に掲げる危機的状況時における関係機関

との積極的な連携については、本中期目標期間中、着実に目標を達成できたものと

考えている。
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（９）関係機関等との連携

⑥用途間転用等関係機関との円滑な調整

（中期目標）

適切な役割分担の下に効率的な業務の実施を図るため、利水者をはじめとした関

係機関に対し、業務運営に関する適時適切な情報提供等を行うこと等により積極的

な連携を図ること。また、用途間転用等水資源の利用の合理化の実施、費用の負担

割合の決定等に当たっては、関係機関との円滑な調整に努めること。

（中期計画）

⑥ 用途間転用等水資源の利用の合理化の実施に当たっては、積極的に関係機関と

の円滑な調整を図る。

（年度計画）

⑥ 用途間転用等水資源の利用の合理化の実施に当たっては、積極的に関係機関と

の円滑な調整を図る。

（年度計画における目標設定の考え方）

用途間転用等水資源の利用の合理化が見込まれる施設について、積極的に関係機関との円滑な調整

を図ることとした。

（平成１９年度における取組）

用途間転用等関係機関との円滑な調整■

○ 長良川河口堰開発水の転用に伴う施設管理規程の変更

※「 ９）①事業実施計画及び施設管理規程の策定または変更時の情報提供と円滑な調整（

（Ｐ．２０９ 」に詳細を掲載。）

・長良川河口堰に関する施設管理規程

長良川河口堰の開発水のうち愛知県工業用水の愛知県水道用水への用途間転用

（５．４６㎥/s）及びこれに伴う費用負担割合の変更に係る施設管理規程変更の

認可申請を行った。

（変更に係る主務大臣への認可申請：平成２０年３月２７日 。）
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中期目標等における目標の達成状況

平成１９年度は、長良川河口堰の開発水において、愛知県工業用水の愛知県水道

用水への用途間転用による水資源の利用の合理化に当たっては、的確な情報提供等

を実施しつつ、関係機関との調整を円滑に実施し年度内に認可申請を行った。平成

１７年度までの水資源の利用の合理化に係る４件の調整も含め、中期計画に掲げる

用途間転用等関係機関との円滑な調整については、本中期目標期間中、目標を達成

できたものと考えている。
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（１０）説明責任の向上

（中期目標）

業務運営に関する透明性の確保を図り、国民に対する機構事業の説明責任の確保

に努めること。

（中期計画）

業務運営に関する透明性の確保を図り、国民及び地域住民に対する機構業務の説

明責任の確保を図るため、適時的確な情報提供を行うとともに、機構の行っている

業務の効果を、客観的に分かりやすく説明するための方法について調査検討を行う

、 、 。ほか 次に掲げる取組みを実施することにより 広報及び情報公開機能を強化する

（年度計画）

業務運営に関する透明性の確保を図り、国民及び地域住民に対する機構業務につ

いての説明責任の確保に努めるため、ホームページによる情報発信、一般紙、地方

紙、専門紙等に対する適時的確な情報提供を実施する。

また、公益法人等への業務の発注に関しては、入札・契約に関する手続きのより

一層の透明性の確保と向上を図るため、随意契約等に係る業務を学識経験者等によ

り構成する入札等監視委員会での審議対象とするとともに、契約手続の客観性、公

平性を確保するため、平成１８年度に引き続き、公益法人等以外の参加者の有無に

ついて確認を行う公募手続を実施する。

さらに、機構業務の効果を客観的に分かりやすく説明するための方法の調査検討

の実施や、機構施設の治水効果や利水効果を、分かりやすく説明する看板等の整備

を図る。

（年度計画における目標設定の考え方）

、 、 、関係機関をはじめ エンドユーザーである国民に対し 機構の業務をより一層理解してもらうため

ホームページによる積極的な情報発信及び各種メディアを通じた適時的確な情報提供の実施並びに公

益法人への業務の発注に係る入札・契約の手続の一層の透明性の確保・向上への取組や有効に行える

ＰＲの方法についての検討に加え、機構施設の利水・治水効果を分かりやすく説明する看板等の整備

を行うこととした。

（平成１９年度における取組）

機構業務の効果の分かりやすい説明方法の調査検討等■

１．エンドユーザー（国民）に対しての積極的な情報発信等

各種メディアを通じての、国民及び地域住民に対する機構業務についての説明責任

の確保に努めるため、ホームページにより随時情報発信を行った。

また、一般紙や地方紙、専門誌等に対して、適時的確に記者発表を行い（１１８回

実施 、特に洪水調節を行った際には毎回その効果について記者発表を行った（１８回）

実施）ほか、水関連の業界専門誌で構成される水資源記者クラブに対して大山ダムに

て勉強会を開催するなど、機構業務を説明する機会を積極的に設けた。
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会議室での説明状況 現地説明状況

写真－１ 大山ダムで実施した水資源記者クラブ勉強会

２．機構業務の効果に関する説明

、 、２月末にテレビ放送を通じて 近年の気象状況や地球温暖化の影響を紹介しながら

「 」 。水資源 の確保の重要性や機構の取組などに関して分かりやすく情報提供を行った

〔タイトル〕 「未来を生きる子どもたちへ」～限りある水を考える～

表－１ 放映局一覧及び放映日時

局 名 放送日 放送時間

とちぎテレビ ２月２３日（土曜日） 10：20～10：50

群馬テレビ ２月２３日（土曜日） 9：30～10：00

テレビ埼玉 ２月２４日（日曜日） 8：00～ 8：30

チバテレビ ２月２３日（土曜日） 10：00～10：30

東京MXテレビ ２月２３日（土曜日） 12：00～12：30

テレビ神奈川 ２月２３日（土曜日） 10：30～11：00

（主な内容）

地球温暖化の影響と近年の気象状況

水源地における近年の水事情（矢木沢ダム）

地球温暖化について気象予報士へのインタビュー

将来を見通した様々な取組の紹介

（水輸送用バッグ、可搬式海水淡水化試験装置、大規模太陽光発電システム）

番組構成は、近年の気象状況や地球温暖化が及ぼす影響を紹介しながら、私たちが

生きるために必要不可欠な「水資源」に着目し 「水資源」の確保の重要性や機構の役、

割や取組などについて、要所にＣＧや映像などを挿入し、一般の視聴者へ分かりやす

く伝える内容とした。

番組は３０分番組として、関東エリアの１都５県に対して放映を行った。

なお、番組に対する意見・要望等については約８０人のモニターに対してアンケー
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トを実施することにより把握に努めた。アンケート結果によれば番組を見る前と比較

して、番組視聴後は「水を今までより大切に使う」とする意見が多く、意識の変化の

。 、 「 」傾向が把握できた また 番組の感想として 水や地球温暖化について勉強になった

「このような番組を今後も放送してほしい 「学校の授業で子供たちに見せるとよい」」

などの意見が多数見られたほか 「教育番組過ぎる 「説明部分が単調」といった反省、 」

材料となる意見も把握できた。

オープニング 地球温暖化のイメージＣＧ

矢木沢ダム地点の年間降雪量の変化 気象予報士へのインタビュー

写真－２ テレビ放映状況

３．機構施設の治水効果や利水効果を分かりやすく説明する看板等の整備

機構施設の治水効果や利水効果など施設の役割を分かりやすく説明する看板を７施

設で設置または更新を行った。
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表－２ 分かりやすい説明看板の整備状況

施 設 名 説 明 看 板 の 整 備 状 況

奈良俣ダム 監査廊内利水放流設備説明看板の設置

下久保ダム ダム説明看板等の設置

岩 屋 ダ ム ダム堤頂部の説明看板の修正

愛 知 用 水 牧尾ダム及び水路施設の概要看板設置

青蓮寺ダム 湖周辺案内看板を設置

一 庫 ダ ム 分かりやすい警報看板の設置

旧吉野川河口堰 閘門通過時の説明看板の設置

図－１ 青蓮寺ダム 図－２ 旧吉野川河口堰

４．情報公開への対応について

平成１９年度には 「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に基づく、

５７件の情報開示の請求について、審査・決定等を行った （内訳：全部開示３１件・。

部分開示１０件・不開示８件・取下げ１１件）

（１）公益法人への発注状況（平成１９年度）

平成１９年度における、公益法人に対する発注実績は約１４．４億円であった。そ

のうち、関連公益法人である(財)水資源協会及び(財)愛知・豊川用水振興協会への発

注実績は表－２のとおりとなっている。

表－３ 関連公益法人に対する発注実績

（単位：円）

独立行政法人の発注に係る金額
名 称 事 業 収 入

金 額 割 合

財団法人水資源協会 1,139,426,342 1,007,192,940 88.4％

財団法人愛知・豊川用水振興協会 339,224,200 301,140,000 88.8％

（２）関連公益法人の業務目的と概要

(財)水資源協会は、水資源の有限性、水の貴重さ及び水資源の開発、保全または利
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用に関する調査、研究等を行い、併せて地域社会との連携の強化等の要請に応えるた

めの活動を実施し、水資源の開発、保全及び利用の合理化による水需給の安定化に寄

与することを目的として設立された法人であり、水に関する各種の啓発活動を実施し

ている他、政府が定めた毎年８月１日の「水の日 、この日から一週間「水の週間」に」

おける諸行事の実施主体として、中心的な役割を果たしている団体である。

また、(財)愛知・豊川用水振興協会は、愛知用水及び豊川用水の適正利用、環境整

備等に関する啓発を行うとともに、水路用地等の有効利用の促進を図り、併せて愛知

用水及び豊川用水管理業務の円滑化・適正化に寄与することにより、地域の健全な発

展を図ることを目的として設立された法人であり、両用水に係る環境整備、広報活動

、 。の実施を通して 愛知・豊川用水地域において重要な役割を果たしている団体である

（３）機構から関連公益法人の業務発注概要

両協会はこれまで、設立の目的を達成するため、ダム、水路の建設、管理、環境整

備等に関して公平・中立的な立場で専門的な業務を長年にわたって実施し広範な知見

を有している。このため自然環境調査、専門的技術に関する評価、その他中立的な立

場での実施が必要な業務について随意契約により両協会に発注している。

① 専門的な知識を必要とする調査・研究業務

(例) 猛禽類保全対策検討、オオサンショウウオ保全対策検討

② 多様な意見を集約するために中立的な外部組織を利用して行うことが適当な業務

(例) 揖斐川水源地域ビジョン策定業務

③ 法人自らが蓄積した専門的情報資料を活用できる業務

(例) 水資源開発事業に関する技術情報等整理業務

④ 専門的知識・経験を活用し、機構業務の執行を補助する業務

(例) グラウチング施工監理・堤体監視業務

（４）機構業務方法書における随意契約に関する規定とその運用

機構の業務方法書では第１１条に 「売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合、

においては、公告して申込みをさせることにより、競争に付さねばならない 」と規定。

されていると同時に第１３条において「契約の性質又は目的が競争を許さない場合、

緊急を要する場合で競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と

、 。」 、 （ ）認められる場合においては 随意契約によるものとする と規定されており 上記 ３

に掲げるような専門性が高く、かつ、中立性、公平性及び客観性が求められる業務に

限り、契約の性質または目的が競争を許さないものと判断し、随意契約により業務を

発注しているところである。

（５）機構の取組

機構では、公益法人への随意契約について、平成１７年度より入札監視委員会での

審議対象としたほか、複数法人への発注が可能な業務については企画提案審査型価格

合意方式で行うなど、国に先駆けて透明性と競争性を高める取組を行ってきた。
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平成１９年度は、平成１９年２月に導入した「公益法人等以外の参加者の有無につ

いての確認を行う公募手続」 を適用し、更なる客観性及び公平性を確保した。※１

なお、公益法人との契約実績は、平成１８年度の１１０件、約１５．３億円から８

６件、約１４．４億円へと推移した。

※１ 予め業務に必要な技術、設備等を有しているものとして特定した公益法人等以外の参加者の有

無について確認を行うための公募手続。

（６）平成１９年度契約状況

平成１９年度の契約状況 については、※２

・一般競争入札

５３９件、総額３３，２５６百万円、１件あたりの平均落札率８９．０５％

・指名競争入札

９６６件、総額１３，４２７百万円、１件あたりの平均落札率８１．５２％

・随意契約

４３９件、総額１４，３７６百万円、１件あたりの平均落札率９７．２５％

（随意契約について工事請負契約の事務処理要領第５条第２項等により実施）

随意契約のうち、となっており、

・標準プロポーザル方式

６８件、総額１，９７６百万円、１件あたりの平均落札率９６．５０％

・参加者の有無を確認する公募

８６件、総額１，４９３百万円、１件あたりの平均落札率９６．８４％

となっている。

、 。工事の一般競争入札は 平成１９年４月から原則全ての水門設備工事を対象にした

また、平成１９年７月以降は、水門設備工事以外の機械設備工事及び電気工事につい

て原則全ての工事に、その他の工事については、予定価格が概ね１億円以上の工事に

対象を拡大し、その結果、一般競争入札による発注件数は平成１８年度の２４件から

１８８件に増加した。

※２ 少額随意契約（工事請負契約の事務処理要領第５条第２項第６号及び物品等の調達に関する契

約事務処理要領第４条第２項第８項から第１３号に規定する随意契約）を除く。
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中期目標等における目標の達成状況

平成１９年度についても引き続き、機構業務の説明責任を果たすため、ホーム

ページにより随時情報発信を行ったほか、記者クラブに対する勉強会等、機構側か

ら積極的にマスコミ等に機構事業を理解してもらう機会を設けた。また、水に関す

る意識を高めるとともに、エンドユーザーからの要望等を把握する取組として、テ

レビを用いた情報提供とアンケートを行ったほか、機構施設の利水・治水効果を分

かりやすく説明する看板等の整備を行った。

このほか、公益法人への業務の発注に係る入札・契約の手続の一層の透明性の確

保・向上に資するための各種取組も実施した。

これらのことから、中期計画に掲げる説明責任の向上（機構業務の効果の分かり

やすい説明方法の調査検討等）については、本中期目標期間中、着実に目標を達成

できたものと考えている。
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（１０）説明責任の向上

①水管理情報の提供

（中期目標）

業務運営に関する透明性の確保を図り、国民に対する機構事業の説明責任の確保

に努めること。

（中期計画）

中期目標期末において、機構が管理する利水及び治水機能を有する20ダムに

ついて、毎日、水管理に関する情報（流入量、放流量、水位等）をホームペー

ジを通じて発信する （再掲）。

（年度計画）

機構が管理する利水及び治水機能を有する全２０ダムのうち、平成18年度までに

開始した18ダムに、新たに２ダムを加えた合計２０ダムについて、毎日、ホームペ

ージを通じた水管理に関する最新の情報（流入量、放流量、水位、降水量等）を発

信する。

なお、情報の発信に当たっては、地域住民や利水者の望む情報の把握に努めると

ともに、分かりやすい情報発信に努める （再掲）。

「２ （３）④１）ホームページを通じた水管理情報の発信（Ｐ．１４２ 」の項に． ）

合わせて掲載。
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（１０）説明責任の向上

②財務内容の公開

１ 国民への財務内容の公開）

（中期目標）

業務運営に関する透明性の確保を図り、国民に対する機構事業の説明責任の確保

に努めること。

（中期計画）

財務内容の透明性の確保を図るため、財務諸表等をホームページに掲載するとと

、 、 、 、 。もに 本社 支社 局及び全事務所に備え置くことで 閲覧できる環境を整備する

また、国民へのサービス向上を図るため、事業種別等で整理したセグメント情報に

ついても積極的に公表する。

（年度計画）

財務内容の透明性の確保を図るため、引き続き財務諸表等をホームページに掲載

するとともに、本社、支社、局及び全事務所に備え置くことで、閲覧できる環境を

整備する。さらに、閲覧場所等についての情報を発信する。また、国民へのサービ

ス向上を図るため、事業種別等で整理したセグメント情報についても、引き続き積

極的に公表する。

（年度計画における目標設定の考え方）

機構の説明責任の向上のため、積極的に財務諸表等の公開を行うこととした。

（平成１９年度における取組）

国民への財務内容の公開■

平成１８年度の財務諸表については、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０

３号）第３８条第１項の規定に基づき国土交通大臣から、 月 日に承認を受け、９ １８

同月１９日に機構ホームページに掲載するとともに、財務諸表等を本社、支社、局及

び全事務所においても、閲覧を開始した。さらに、その閲覧場所についてホームペー

ジを通じて周知した。

また、開示すべきセグメント情報については、独立行政法人水資源機構の財務及び

会計に関する省令（平成１５年国土交通省令第１０４号）により、勘定を設けて整理

することとされている「区分経理による」もののほか、施設をその機能により区分す

る「施設の機能別による」もの及び施設の効用の及ぶ地域により区分する「水系によ

」 、 。る ものの３種類のセグメントについて 平成 年度の財務諸表において公表した１８
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図－１ 財務諸表等のホームページ掲載状況（その１）

図－２ 財務諸表等のホームページ掲載状況（その２）

中期目標等における目標の達成状況

平成１９年度においても引き続き、財務内容の透明性の確保を図るため、平成１

８年度財務諸表等をホームページに掲載した。また、国民へのサービス向上を図る

、 「 」 、「 」ため セグメント情報についても 区分経理による もの 施設の機能別による

もの及び「水系による」ものを公表した。これらのことから、中期計画に掲げる財

務内容の公開（国民への財務内容の公開）については、本中期目標期間中、着実に

目標を達成できたものと考えている。
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（１０）説明責任の向上

②財務内容の公開

２）機関投資家への財務内容の公開

（中期目標）

業務運営に関する透明性の確保を図り、国民に対する機構事業の説明責任の確保

に努めること。

（中期計画）

市場を通じ業務運営の効率化へのインセンティブを高める等の観点から導入され

た財投機関債の発行に伴い作成する機関投資家への事業報告書（インベスターズ・

ガイド）については、ホームページに掲載し、引き続き業務運営の透明性を確保す

る。

（年度計画）

業務運営の透明性を確保するため 平成１８年度決算を織り込んだ事業報告書 イ、 （

ンベスターズ・ガイド）や業務概要等を内容とする説明資料を作成し、機関投資家

への決算説明会等を開催するとともに、機構のホームページにも掲載する。

（年度計画における目標設定の考え方）

機構の説明責任の向上のため、機関投資家へ開示情報の充実を図り、積極的に公開をすることとし

た。

（平成１９年度における取組）

機関投資家への財務内容の公開■

１．投資家・アナリスト説明会

９月２８日にアナリストなどに決算説明

、 、会を開催したほか 投資家にも説明を行い

その内容をホームページに掲載した。

２．事業報告書

平成１８年度決算を織り込んだ事業報告

書（インベスターズ・ガイド）を作成し、

投資家等に配付するとともに、ホームペー

。ジに掲載し機構の財務内容の公開を行った

図－１ インベスターズ・ガイド
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図－２ インベスターズ・ガイドより

（ ）参 考

、 、機構が発行する財投機関債について 投資家に提供する信用リスク情報として

格付会社から、平成１８年度に引き続き、ＡＡ＋（格付投資情報センター及び日

本格付研究所）の格付けを取得している。
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中期目標等における目標の達成状況

機構の財務内容について投資家の理解を得るべく、平成１９年度においても引き

続き事業報告書を作成のうえ、説明会の開催及びホームページの掲載を行うなど、

投資家への財務内容の公開を実施してきており、中期計画に掲げる財務内容の公開

（機関投資家への財務内容の公開）については、本中期目標期間中、着実に目標を

達成できたものと考えている。
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（１０）説明責任の向上

③ホームページの充実

（中期目標）

業務運営に関する透明性の確保を図り、国民に対する機構事業の説明責任の確保

に努めること。

（中期計画）

積極的な情報発信を図り、インターネットホームページの積極的な活用を図るた

、 、 。め 上記①及び②の情報の発信を行うほか 本社ホームページの英語版を作成する

また、５日以内に更新が可能な環境を整備する。

さらに、機構が国内外の学会、専門誌等に発表した研究成果等についても、掲載

する。

以上の取組みを通じて、ホームページの充実を図ることにより、中期目標期末

での年間アクセス件数を、１６万件以上とする。

（年度計画）

積極的な情報発信を図り、ホームページの積極的な活用を図るため、①及び②の

情報の発信を行うほか、掲載している情報等の更新を迅速に行う。

、 、 。また 機構が国内外の学会 専門誌等に発表した研究成果等についても掲載する

以上の各項目に取り組むことにより、平成１９年度に３５万件以上のアクセスが

あるようホームページの充実・更新を図る。

（年度計画における目標設定の考え方）

機構事業についての国民の理解を得ることを念頭に、積極的に適時的確な情報発信を図り、併せて

閲覧者の利便性向上を進めながら、機構から水に関する知識の啓発や機構が持つ技術力のアピールを

行うこととした。

アクセス件数については、一般の方々のホームページを利用した情報収集が普及・定着してきてお

り、また、日常的に機構のホームページにアクセスしているリピーター、固定客と呼んでもよい利用

者を一定数確保できていると考えられるため、およそ月３万件を下回らないアクセス件数を機構移行

以降、これまでキープしている状況である。

よって、平成18年度計画における数値目標設定については今後も同程度のアクセス件数を目指すこ

ととし、平成17年度までの実績を考慮の上、年間35万件以上とした。

（平成１９年度における取組）

ホームページの充実■

平成１９年度は、水に関する国民の理解と認識を深めることを目的に、社会的関心

の高い水事情・渇水情報の適時的確な提供に努めたほか、本社及び各事業所等の発注

、 。に関する情報提供ページを作成・改善し閲覧しやすいものとするなど 充実を図った

また、平成１９年度に国内外の学会、専門誌等に発表した論文等の一覧を、ホーム

ページに掲載した。
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、 、 、以上の取組などの結果 ホームページのアクセス件数は 目標値の３５万件に対し

平成１９年度末時点で約５２万４千件に達した。

図－１ 本社ホームページ 「発注に関する情報」サイトより

中期目標等における目標の達成状況

ホームページについては、適時的確な情報発信、本社ホームページ英語版の充実

等、閲覧者のニーズに対応した魅力あるページ作りに取り組み、平成１９年度のア

クセス件数は約５２万４千件と目標値（中期計画１６万件／年以上、年度計画３５

万件／年以上）を超えていることから、中期計画に掲げる説明責任の向上（ホーム

ページの充実）は、本中期目標期間中、目標を達成した。
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（１０）説明責任の向上

④ パンフレット等の作成・更新

（中期目標）

業務運営に関する透明性の確保を図り、国民に対する機構事業の説明責任の確保

に努めること。

（中期計画）

機構の目的や仕組、また、施設の目的・概要等を説明するためのパンフレッ

トについては、全施設等を対象に１２９種を整備しているところであるが、今

後とも事業の進捗等必要に応じて見直し等を行い、更新・作成を実施する。広

報誌についても、より有効で効率的な広報活動を実施するため、内容の充実を

図るとともに、設置依頼箇所（平成１５年４月現在 １２８箇所）を、１０％

増加させる。

（年度計画）

パンフレット等については今後とも事業の進捗等必要に応じて見直し等を行い、

更新・作成を実施する。広報誌についても、より有効で効率的な広報活動を実施す

るため、内容の充実を図るとともに、広報誌設置箇所については、より効果的な場

所への設置ができるよう検証しつつ、広報誌設置依頼箇所１３８箇所（平成１８年

度末現在）を、１４１箇所とし、２％増加させる。

（年度計画における目標設定の考え方）

機構が作成するパンフレット等については事業の進捗等必要に応じて構成・デザイン等の見直しを

行っていく。

また、広報誌については内容の充実を図る目的の手法の検討を行うとともに、現在の広報誌設置箇

所について、効果的な広報が行える箇所かどうか検証を進め、設置箇所の見直しを行い、少ないコス

トで効果的な広報を行うことに取り組む。

加えて、設置依頼箇所数については、平成19年度までの4.5カ年で10％の設置箇所数増加を目指す

ことから、各年度２％づつを割り振り、目標を設定することとした。

（平成１９年度における取組）

パンフレット等の作成・更新■

機構の概要書である「事業のあらまし」については、新たに「負担金の支払方法」

を掲載することにより、利水者のニーズに応じて支払方法が選択可能な制度の説明を

行うとともに、従来掲載していた水系毎の給水可能人口及び灌漑面積に、新たに工業

製品出荷額への貢献を加え、内容を充実させた。その他機構事業を紹介するパンフレ

ットについても、適宜その作成・更新を行った。

広報誌（水とともに）については 「わが町紹介」などの従来より好評を得ているコ、

ーナーを引き続き掲載するとともに、技術論文記事が分かりやすい内容となるように

努めたほか、世界的に注目を集めている地球温暖化問題を特集として取り上げ、読者

が関心を示しやすい情報の発信にも努めた。また、誌面の充実を図る目的で実施して

いる読者モニターの募集をホームページ上でも実施し、従来から実施している誌面募
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集と併せ、幅広い層からの参加を募り、編集に反映させた。さらに、来場者の多い博

物館など、多くの方々の目に触れる機会の多い場所に、新たに広報誌の設置の依頼を

行い、広報誌設置依頼箇所を１５０箇所とした （１２箇所：８％増加）。

図－１ 事業のあらましの誌面（機構事業の効果）
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ダムカード

国土交通省と機構では 「森と湖に親しむ旬間（７月２１日～７月３１日 」に関、 ）

連した取組の一環としてダムカードを作成し、平成１９年７月２０日よりダムに来

所された方のみにダムカードを配布している（無料 。このカードは、ダムの愛好）

家をはじめ、一般の方にも話題に上がり、雑誌やインターネット 、テレビなどで

も取り上げられている。現在は、県の補助ダムでも作成し配布されている。

機構では、管理の２５ダムと建設の３ダムでダムカードを作成し、３万枚以上配

布した。

写真－１ 配布しているダムカード

図－３ 新聞記事掲載 ダムカード

（平成２０年１月３０日 徳島新聞）

(池田総管)

中期目標等における目標の達成状況

パンフレット等については 「事業のあらまし」において負担金の支払い方法に、

係る説明を記載するなど、平成１９年度においても記載内容の充実を図り、また広

報誌についても その設置場所を昨年度より１２カ所増加し １５０箇所とした 中、 、 （

期計画１４０箇所、年度計画１４１箇所）ことから、中期計画に掲げる説明責任の

向上（パンフレット等の作成）については、本中期目標期間中、着実に目標を達成

できたものと考えている。
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（１０）説明責任の向上

⑤「水の日」及び「水の週間」への取組

（中期目標）

業務運営に関する透明性の確保を図り、国民に対する機構事業の説明責任の確保

に努めること。

（中期計画）

、 、水資源の有限性 水の貴重さ及び水資源開発の重要性について国民の関心を高め

理解を深めるため、毎年８月に実施する「水の日」及び「水の週間」について、関

係機関との共同開催も含めて、本社、支社、局及び全事務所において関連イベン

ト等取組みを実施することにより、毎年度４万人以上の来場者数を確保する。

（年度計画）

、 、水資源の有限性 水の貴重さ及び水資源開発の重要性について国民の関心を高め

理解を深めるため、毎年８月に実施する「水の日」及び「水の週間」について、関

係機関との共同開催も含めて、本社、支社、局及び全事務所において４万人以上

の方々に参加していただけるよう 「水の日 「水の週間」に併せた水の展示、 」、

会や水辺で水に触れ合う各種行事、上下流交流会、施設見学会の実施等関連行

事に積極的に取り組む。

（年度計画における目標設定の考え方）

来場者数については、定着した行事とはいえ行事期間中の天候や行事の取組方によっては大きく上

下することから、従来にも増して事前の広報宣伝に努めるとともに、イベントの内容についてそれぞ

れの地域特性を活かした企画により、家族連れの方々などが気軽に立ち寄っていただけるよう工夫を

凝らすなどして、実績来場者数を維持した４万人以上とすることとした。

（平成１９年度における取組）

「水の日」及び「水の週間」への取組■

平成１９年度の「水の日」及び「水の週間」については、中央行事として７月２７

日に都内科学技術館において記念式典を行うとともに、同日から７月３０日まで「水

の展示会」を多くの家族連れの方々の来場者が見込まれる科学技術館主催の科学の祭

典の開催時期に合わせて開催した。また、８月５日には第２７回「ウォーターフェア

隅田川レガッタ」を開催し、広く国民の皆様に水や川に親しんでいただくとともに、

隅田川の浄化についてのパネルを展示した。

。機構本社のある'さいたま新都心'においても水の啓発に関するパネル展示を行った

このほか「水とのふれあいフォトコンテスト 、国土交通省主催の「全日本中学生水」

の作文コンクール」にも積極的に協力するとともに、各地において上下流交流会や施

設見学会を開催するなどにより、全国で約６万人の来場者を得ることが出来た。

本年は渇水が予想されたこともあり、来場者の水に対する関心も高く、機構の果た

す役割について理解を得られた。
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写真－１ ウォーターフェア隅田川レガッタ

中期目標等における目標の達成状況

「水の日」及び「水の週間」への取組については、平成１８年度までに引き続き

平成１９年度においても、国土交通省など関係機関と密接に連携を図りつつ、各種

行事を全国規模で実施でき、全国で約６万人の来場者を得ることができた（中期・

） 、 （「 」年度計画目標４万人以上 ことから 中期計画に掲げる説明責任の向上 水の日

及び「水の週間」への取組）については、本中期目標期間中、着実に達成できたも

のと考えている。
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（１０）説明責任の向上

⑥広報活動の質の向上

（中期目標）

業務運営に関する透明性の確保を図り、国民に対する機構事業の説明責任の確保

に努めること。

（中期計画）

広報活動の質の向上を図るため、年間を通じて各施設等において実施された広報

活動について、毎年度、コンテスト等を実施する。

（年度計画）

広報活動の質の向上を図るため、平成19年を通じて各施設等において実施された

広報活動についてコンテストを実施する。

（年度計画における目標設定の考え方）

職員の広報意識の高揚と広報にかかる手法及び技術の向上を図るため、前年に各施設等において実

施された広報活動についてコンテストを実施することとした。

（平成１９年度における取組）

広報活動の質の向上■

平成１９年に実施した広報活動についての広報コンテストを２月２６日に開催し、

各事業所等の職員が参加してプレゼンテーションを行うことにより、広報技術の向上

を図った。

本コンテストでは、広報活動の目的、わかりやすさ、広報活動の効果、地域との連

携、積極性を基準に、地域との連携や今までの手法にとらわれない新たな試み、環境

啓発活動などの点に着目して審査を行った結果、徳山ダム建設所及び中部支社の「旅

行会社のツアー地として徳山ダムを誘致」がグランプリを受賞した。本活動は、旅行

会社を対象とした現地視察を実施し、徳山ダムをツアー地として誘致したもので、民

間会社の興業意欲を利用して職員の負担を軽減する独自性のある広報を目指したこ

と、他事業の参考事例となる取組であること、結果として人気ツアーとなり、特に下

流地域の方々の関心を広げることができたことが評価された。
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写真－１ プレゼンテーションの様子 写真－２ 表彰を受けた職員等

中期目標等における目標の達成状況

職員の広報意識の高揚と広報手法及び技術の向上を図るため、毎年度、各事業所

の職員が参加して広報コンテストを実施した。本中期目標期間である平成１５年度

から平成１９年度までに実施した広報コンテストの応募数は延べ３４４件（年平均

７０件）となり、各事業所の広報に対する積極的な姿勢が伺えた。また、広報活動

、 、の内容についても 地域との交流や新たな手法を活用した取組が広がってきており

（ ） 。中期計画に掲げる説明責任の向上 広報活動の質の向上 が図られたと考えている
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（１１）事業関連地域との連携促進

①地域のニーズ及び自然環境に配慮した施設整備・施設管理

（中期目標）

事業への理解を得るとともに、円滑な事業推進等を図るため、事業関連地域と積

極的な連携を図ること。特に、上下流地域の連携を促進するとともに、水源地域の

保全・活性化に関する施策についても、利水者との調整を図りつつ、積極的に参画

すること。

（中期計画）

全事務所において、地域代表者との意見交換等により地域のニーズを把握した上

で、地域環境との調和や自然環境へ配慮した施設整備・施設管理の取組を行うこと

とし、特に、用水路等事業においては、水路周辺の地域環境との調和等に配慮した

水路づくりを行う。

（年度計画）

全事務所において、地域代表者との意見交換等により地域のニーズを把握した上

で、より美しい地域環境の実現を目指すとともに、自然環境に配慮した施設整備・

施設管理の取組を行うこととする。

ダム等事業においては、周辺環境との調和を目指し、ダムサイト周辺や付替道路

において、景観への配慮、郷土種による緑化、伐採木等を使った防護柵の設置等を

実施する。

、 、用水路等事業においては 地域環境との調和や美しい水辺環境の創出等を目指し

１事業において調整池周辺施設整備を行うとともに、１事業において景観に配慮し

たフェンスの更新を実施する。

（年度計画における目標設定の考え方）

地域との連携の促進を図るため、地域代表者との意見交換等によりニーズを把握し、これを事業に

反映することとした。

（平成１９年度における取組）

地域のニーズ及び自然環境に配慮した施設整備・施設管理■

１．地域ニーズの把握

地域環境との調和や自然環境へ配慮した施設整備及び施設管理を行うため、全事務

所において地域代表者との意見交換等を行い、施設整備及び環境整備を実施した。
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表－１ 地域ニーズに基づく取組

地域の要望 実施した内容 実施施設

ダム湖及びダム周辺を カヌー教室等イベントの開催協力 房総導水路

活用した地域振興 入口広場のバリアフリー対策 阿木川ダム

水の始発駅フォーラムの活動に参加 味噌川ダム

地域のイベントに合わせたダムのライ 早明浦ダム

トアップの実施

堆砂除去した土砂を地元林道に提供 早明浦ダム

地元のクリスマスイベントに向け、流 早明浦ダム

木の提供

環境の保全 アユの遡上･降下に配慮したゲート操作 利根大堰

間伐材の利用の促進 青蓮寺ダム

貯水池、河川環境の復元に関する意見 一庫ダム

交換会の実施

オオサンショウウオの保全対策の継続 川上ダム

的検討

ダム下流河川の環境改善 フラッシュ放流の実施 比奈知ダム等

水質改善・監視 黒部川の浄化用水導入試行 利根川河口堰

印旛沼の流動化運転 印旛沼開発

水質浄化実験として、地元農業高校と 阿木川ダム

共同で空芯菜水耕栽培を実施

芦ヶ池調整池水質連絡協議会を発足し 豊川用水、

対策、検討状況の情報提供

木炭（ＢＭＷ菌漬け）による水質浄化 旧吉野川河口堰

堰下流の流量情報の提供 筑後大堰

ゴミの投棄対策 不法投棄防止されたゴミを地域住民、 高山ダム

関係行政と連携して撤去
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具体的な取組事例

○ 取組事例１

滝沢ダム建設事業において、道路防護柵の設置にあたって国立公園内の事

業であることに配慮した塗装色とし、また、原石山や道路の法面保護工事に

あたっては郷土種を用いた。

徳山ダム建設事業においては、ダムサイト周辺整備の植栽において、徳山

地域の郷土種を使用した。また、防護柵についても周辺との調和に配慮し、

ダークブラウンとした。

○ 取組事例２

大山ダム建設事業において、工事により発生する法面は郷土種による緑化

に努めており、工事で必要となる仮設防護柵は工事により発生する伐採木を

利用している。また、ダム建設工事で使用する主要な重機の色は、動物が警

戒すると言われる赤系を避け、青系としている。

○ 取組事例３

阿木川ダムでは地元の恵那農業高校と共同で、水質浄化実験としてダム湖

で空芯菜の水耕栽培を実施した。この取組は、内閣府経済社会総合研究所主

「 」 「 」催の 地方発の地域経済建て直し 政策コンペにおいて 審査委員長特別賞

を受賞した。今後、空芯菜を活用した地域振興に役立てていく。

写真－３ 空芯菜栽培の作業状況

図－１ 新聞記事掲載

（平成１９年１２月２９日 岐阜新聞）

○ 取組事例４

早明浦ダムでは、地元のイベント「ウインターカーニバルin嶺北」のシン

ボルをであるクリスマスツリーに使用する材料として、軽トラック２５台分
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の流木を提供し、地域振興に役立てた。

図－２ 新聞記事掲載（早明浦ダム）

（平成１９年１１月３０日 高知新聞）

○ 取組事例５

豊川用水二期事業では、地域環境との調和に配慮（色彩、高さ等）した水

路フェンスの設置を実施した （写真－４）。

安全施設として設置している水路フェンスについては、地域住民への「ゆ

とり」や「安らぎ」等を与える貴重な水辺環境を提供しうるものとして、学

識経験者等の助言を得ながら「地域との調和を考えた水路づくり」について

検討を行い、従来の機能性や経済性のほかに、色やデザインを考慮したうえ

で、高さも１．２ に抑え、地域に馴染む施設づくりを心がけているところm
である。

写真－４ 水路フェンスの改築状況（改築前・改築後）
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○ 取組事例６

香川用水施設緊急改築事業では、調整池建設工事において、環境負荷が生

じることに対して周辺環境に配慮した周辺整備を実施しており、利水者、地

元関係者等と調整を図りつつ、平成１６年度より取り組んでいるところであ

る。

平成１９年度は、調整池法面および造成地法面の緑化を実施した。

また、これまでに整備してきたビオトープでは、地元小学生等の学習の場

（生物観察等）として活用されている。さらに、小学校の理科の教諭に対す

る現地研修場にも活用されるなど、学校関係者にも利用されている （写真。

－５）

写真－５ ビオトープにおける学習風景

中期目標等における目標の達成状況

地域ニーズ及び自然環境に配慮した施設整備・施設管理については、平成１８年

度までに引き続き、平成１９年度においても、全事務所で様々な形で地域代表者と

の意見交換等を通じ、地域のニーズに合った施設整備及び環境整備を実施した。

これらの取組により、中期計画に掲げる地域のニーズ及び自然環境に配慮した施

設整備・施設管理については、本中期目標期間中、着実に目標を達成できたものと

考えている。
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（１１）事業関連地域との連携促進

②地域交流の実施とコミュニケーションの増進

（中期目標）

事業への理解を得るとともに、円滑な事業推進等を図るため、事業関連地域と積

極的な連携を図ること。特に、上下流地域の連携を促進するとともに、水源地域の

保全・活性化に関する施策についても、利水者との調整を図りつつ、積極的に参画

すること。

（中期計画）

水源地域と下流受益地の相互理解促進のため、施設を核とした上下流交流を推進

する。また、施設の役割等の理解を得るため、積極的に施設周辺地域とのコミュニ

ケーションを図るとともに、本社、支社及び局と連携を図り、全事務所において、

年１回以上施設周辺地域とのコミュニケーションの機会を設け又は参加する。

（年度計画）

水源地域と下流受益地の相互理解促進のため、施設を核とした上下流交流を推進

する。また、施設の役割等の理解を得るため、積極的に施設周辺地域とのコミュニ

ケーションを図るとともに、本社、支社及び局と連携を図り、全事務所において、

年１回以上施設周辺地域とのコミュニケーションの機会を設け、又は参加する。

水源地域のコンセンサスのもとで策定された水源地域ビジョンの活動について

は、推進会議の事務局等として積極的に参加し、ダム水源地域との連携を図る。

（年度計画における目標設定の考え方）

事業関連地域との連携を促進するため、平成18年度に引き続き、全事務所において年度中最低１回

は施設周辺地域とのコミュニケーションの機会を設け、又は参加することとした。また、上下流の相

互理解を促進するための交流については、水源地の見学会や利水施設の見学会、水源涵養のための植

樹活動等を実施していくこととした。

（平成１９年度における取組）

地域交流の実施とコミュニケーションの増進■

１．施設周辺地域とのコミュニケーション

施設周辺地域の住民等に施設の役割等について理解を深めていただくため、調査・

建設・管理に係るすべての事務所において、施設周辺地域とのコミュニケーションの

機会を設け、または参加した。

機構が行うコミュニケーション活動は、その内容により表－１のように大別され、

地域行事への参加（協力 、清掃活動、施設見学会等は、多くの事務所で取り組んでい）

る。なお、特定施設であるダムにおいては、水源地域ビジョンの推進会議に事務局等

として参加し、ダム水源地域との連携を図った。
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水源地域ビジョンとは

、 、 、水源地域ビジョンとは ダム水源地域の自治体 住民等がダム管理者と共同で

下流の自治体・住民や関係行政機関に協力を求めながら策定する水源地域活性化

のための行動計画であり、ダムを活かした水源地域の自立的・持続的な活性化を

図り、流域内の連携と交流によるバランスのとれた流域圏の発展を図ることを目

的としている。

なお、機構の管理する特定施設であるダム（２０ダム）については、平成１５

年度末までに策定を完了し、滝沢ダムでは平成１６年度、徳山ダムでは平成１８

年度に策定している。

表－１ 施設周辺地域での活動内容

項 目 実 施 内 容 事務所数

清掃活動 ・地域の実施する河川やダム湖周辺等の除草や清掃 ２３事務所
活動に参加
・貯水池内の釣り糸、釣り針及びゴミの回収に協力
・河道内のヨシを刈るなど河川環境の保全活動に協
力
・貯水池に溜まった流木の有効活用として、希望者
に配布するなどの活動を実施

施設見学会等 ・施設周辺市町村の住民や関係機関の職員に対して ２８事務所
施設見学会を実施
・ダム湖に生息するおさかな勉強会を実施
・小学生の１日所長体験を実施
・環境学習会を開催
・海外からの研修生等に施設説明会を実施
・鉄道会社と連携したダム見学会を実施
・周辺小学校等の実施する施設見学会に協力
・地域住民や小学生などに魚道の見学会を実施
・ホタル見学会を実施

地域行事への ・地域が実施するイベント等に参加・協力 ２７事務所
参加 ・パネルの展示等により事業をＰＲ、イベントの参

加者にアンケートを実施
・サケの遡上と産卵観察会を実施
・祭り、マラソン大会、レガッタ大会、つり大会、
スポーツ交流会等の施設周辺で行われるイベント
には、施設の一部を開放するなどの協力
・水源の森整備で下草刈りや間伐に協力

植樹活動 ・貯水池周辺や水源地域での植樹活動などに参加ま １２事務所
たは協力

利水者との交流 ・水道事業者と相互の施設の見学会を実施 １５事務所
・利水者の行う水道や農業に係るＰＲ活動等に協力
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・参加
・利水者と施設の管理状況等についての勉強会を開
催

地域との意見 １７事務所・地域住民代表との懇談会を開催
交換等 ・地域の住民等と共同で施設の巡視を行い、意見交

換
・利水者を対象に管理に関する意見交換会を開催
・地域住民等に下流河川の復元に向けての取り組みに対
する意見交換会を実施

水の週間行事等 ・ 水の週間」や「森と湖に親しむ旬間」の行事とし ２６事務所「
てイベントを開催するとともに、施設見学会等を
実施

その他 ・農業者宅での農業体験 １６事務所
・矢木沢ダム４０周年記念行事を地域自治体と共同
で開催
・テレビ局の魚道の取材に協力し 「どうぶつ奇想天、
外」で放映される。

（ 、 、・空芯菜による環境への取り組み 栽培 生育調査
収穫、試験販売）
・小学生を対象にサツキマス郷土料理体験学習会を
開催
・小学生などを対象に水生生物調査や自然観察会を
実施
・水の大切さや施設の役割を知ってもらうよう、小
学校や中学校への訪問授業を実施
・漁業組合などが実施する魚の放流に協力
・地元自治体や学校の実施する職場体験を受入

写真－１ 奥利根湖おさかな勉強会 写真－２ 大和田機場水ふれあい祭り

（沼田総管） （千葉用水）
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写真－３ 小学校出前講座（香川用水） 写真－４ 仮排水路トンネルウォーク

（大山ダム）

２．上下流交流活動の推進について

水源地域と下流受益地の相互理解促進のための上下流の交流活動に、２０事務所で

参加または協力した。

具体的な取組事例

（１）下流受益地の方々が水源地域で植樹活動を実施

長野県西部地震の災害跡地の森への再生と、愛知用水の水瓶である牧尾ダ①

ム水源の森を造成することなどを目的として、王滝村、中日新聞社、中部森林

管理局及び機構の実行委員会が主催する「２００７未来世紀へつなぐ緑のバト

ン」で、水源地への植樹を行った （愛知用水総合）。

② 愛知用水受益市町連絡会議が主催し、牧尾ダム周辺の造林地において行

うヒノキ苗の植林活動に参加した （愛知用水総合 。。 ）

③ 名古屋市上下水道のモニターＯＢの方々の「アメンボクラブ」で、岩屋

ダム湖周辺の清掃及び植樹活動に協力した （岩屋ダム）。

④ 高知県大川村において、香川県の小中学生、徳島県の新町川を守る会、

徳島大学生及び地元の支援者により「さめうら水源の森整備交流会」に参

加し、森林環境学習会、間伐体験及び植樹作業を行った。

（ 、 、 ）吉野川局 池田総管 旧吉野川河口堰

（２）下流受益地域の方々が水源施設を訪れ、水源地域の方々と交流

① 水源である下久保ダムの地域住民と下流域の利根導水の水利用者が下久保ダ

ムと工芸体験村「土と火の里」で利根川上下流交流会を開催した。

（ 、 ）下久保ダム 利根導水

② 埼玉県水のふるさと応援団事業及び水源地域住民による湖面、貯水池周辺の

成層活動に協力した （下久保ダム）。

稲沢市の小学生を対象に木曽川用水の水源地である岩屋ダム見学会を実③

施した （岩屋ダム、木曽川用水総合）。
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④ 大島ダム上流左岸広場において地もと住民をはじめ新城、豊橋市、各土地改

、 、 。良区関係者により記念植樹を行い その後 ダム管理所で意見交換会を行った

（ ）豊川用水総合

「 」⑤ 淀川水系ダム水源地ネットワークが主催する 水のふるさと交流ツアー

に協力した （木津川ダム総合）。

⑥ 香川県の学校行事の一環として、県内の中学１年生を対象に「香川用水

の水源巡りの旅」が平成６年度から実施され、平成１９年度も継続的に実

施した。 （香川用水総合、池田総合）

（３）受益地域で行われる行事等に水源地域が参加

① 名古屋市上下水道局が浄水場の開放を行う水道週間行事「なごや水フェ

」 、 。（ 、 ）スタ に参加し ダムのパネル展示等を行った 岩屋ダム 味噌川ダム

（４）上下流の住民が川をテーマに集う行事に参加

① 利根川の自然を歌にして上下流の住民が集い合唱を行う「利根川源流讃

歌第７回発表会」を後援し、広報グッズやパンフレットの提供、パネル

展示を実施したほか、発表会での合唱にも参加した。

（利根導水総合・武蔵水路改築・群馬用水総合・沼田総合）

② 利根川における水や水質への関心を高め、ダム等の水資源施設の役割の

理解を得るために「利根川の水源地と河口を訪ねる旅」を実施した。

（ 、 、 、 、 ）本社 沼田総管 下久保ダム 草木ダム 利根下流総管

③ 水源地の下流に住む人々をダムや水源林に招待し、水源地の役割を学び

ながら豊かな自然に親しむことを目的に 「奥利根水源地見学ツアー」に、

協力した （沼田総合）。

④ 水源地と都市圏を結ぶ交流として「第７回水をつなぐ流域交流ｉｎ下戸

河内」が開催され、流域交流運動会や餅つきを行った。

（ ）両筑平野用水

写真－５ 岩屋ダム見学会 写真－６ 利根川の水源地と河口を訪ねる旅

（木曽川用水総合、岩屋ダム） (本社、沼田総管、下久保ダム、草木ダム、

）利根下流総管
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写真－７ 水のふるさと応援団事業 写真－８ 2007未来世紀へつなぐ緑のバトン

（下久保ダム） （愛知用水総合）

図－１ 大島ダム記念植樹 写真－９ 水をつなぐ流域交流in下戸河内

（平成２０年３月７日 東愛知新聞） （両筑平野用水）

（豊川用水総合）

中期目標等における目標の達成状況

平成１９年度においても、事業関連地域との連携を促進するため、施設周辺地域

とのコミュニケーションを増進した。また、上下流の相互理解を促進するための交

流については、水源地の見学会や利水施設の見学会、水源涵養のための植樹活動を

、 。 、幅広く展開するなど これまでの活動を継続して実施してきている このことから

中期計画に掲げる地域交流の実施とコミュニケーションの増進については、本中期

目標期間中、着実に目標を達成できたものと考えている。
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（１１）事業関連地域との連携促進

生活再建対策の実施と地域振興への協力③

（中期目標）

事業への理解を得るとともに、円滑な事業推進等を図るため、事業関連地域と積

極的な連携を図ること。特に、上下流地域の連携を促進するとともに、水源地域の

保全・活性化に関する施策についても、利水者との調整を図りつつ、積極的に参画

すること。

（中期計画）

新築又は改築事業に直接関わる住民及び下流受益地の理解と協力を得て、水源地

域対策特別措置法及び水源地域対策基金と相まって、関係者の生活再建対策を実施

するとともに、地方公共団体等が実施する地域振興の推進に協力する。

（年度計画）

新築事業に直接関わる住民及び下流受益地の理解と協力を得て、水源地域対策特

別措置法（昭和４８年法律第１１８号）及び水源地域対策基金と相まって、関係者

の生活再建対策を実施するとともに、地方公共団体等が実施する地域振興の推進に

協力する。

管理ダムでは、水源地域振興への取組として、水源地域ビジョンの活動に積極的

に参加していく （一部再掲）。

（年度計画における目標設定の考え方）

機構が新築事業を進める上で、事業に直接関わる地域の住民及び下流の受益地域の理解と協力は必

要不可欠であることから、機構として関係者への生活再建対策を実施するとともに、地方公共団体等

が実施する地域振興の推進に協力することとした。

現在、機構では６ダムが水源地域対策特別措置法（昭和48年法律第118号）及び水源地域対策基金そ

れぞれの対象ダムとして指定されいる。

機構は、計画的で的確かつ円滑な事業の実施を行うために、水源地域対策特別措置法及び水源地域

対策基金と相まって、関係者の生活再建対策を実施するとともに、地方公共団体等が実施する地域振

興の推進に協力するものである。

（平成１９年度における取組）

生活再建対策の実施と地域振興への協力■

１．生活再建対策の実施

平成１７年度から小石原川ダムの水没予定地内に設置した生活相談所（公民館内併

設）に生活相談員を配置し、地権者から１６１件に及ぶ補償内容、相続及び生活再建

に関する様々な相談を受け、地権者のこれらの疑問や不安の解消に努めた。これによ

って、平成２０年３月２３日には、地権者でつくる交渉団体と小石原川ダム建設事業

に伴う損失補償基準の協定書を締結することができ、建設事業の進捗に寄与すること

ができた。
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写真－１ 調印式の模様 写真－２ 調印後の握手

思川開発事業では、南摩ダムの建設に伴って県道上久我都賀栃木線が水没することとな

。 、 、る そのため当該県道は 水源地域対策特別措置法による水源地域整備計画の一環として

栃木県が実施する県道改良事業と合併して付替工事を機構が行うものである。当該道路工

事は昨年度から着手し、現県道から約１５０ｍについて完了した。地域住民をはじめ関係

者からは早期完成を期待されているところである。

写真－３ 付替県道の一部完成 写真－４ 現県道からの取付部

課 題

～徳山ダム集団移転地（文殊・網代地区）の宅地地盤問題への対応について～

徳山ダムの建設に伴い造成した５箇所の集団移転地（４１３戸）のうち、文殊地

区（８３戸）については、昭和６２年頃から家屋の損傷の申し出が相次いだことか

ら、５２戸に対して再移転等の対策を実施した。

しかし、対策外となった残り３１戸（＝地盤沈下対策部外）の住民からも、家屋

の損傷について申し出があったことから、平成１６年１２月２８日に、建物を補修

することによって住宅としての性能を確保する方針を示した。
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以降、対策部外の住民に対して機構の方針を説明し、２３戸については、建物を

補修する費用を算定するための建物調査を完了した。

今後も引き続き、補修費用について、住民の方々と協議するとともに、対策部外

の住民の方々をはじめ、利水者、関係機関等に対しても十分な説明を行い、適切な

対応を継続して実施していく。

また、網代地区（８５戸）についても宅地地盤と建物の状況について調査したと

ころ、建物の損傷が見受けられたため、必要に応じて建物を補修し、建物基礎の傾

きが大きい家屋については地盤改良工を実施することとした。住民の方に機構の方

針を説明し、平成１７年から具体的に、建物を補修する費用を算定するための建物

。 。調査を実施した 平成１９年度までに６４戸の住民の方々と補修の契約を締結した

文殊地区同様、住民の方々をはじめ、利水者、関係機関等に対して十分な説明を行

い、適切な対応を実施していく。

２．地域振興への協力

水源地域ビジョンへの取組については 「２（１１）②１ 施設周辺地域とのコミュニ、

ケーション（Ｐ．２５６ 」に記載。）

中期目標等における目標の達成状況

平成１９年度においても、小石原川ダム建設事業において生活相談員を配置し、

移転者の生活再建に関する相談を受け、不安解消に努めたことにより、平成１９年

度内において地権者でつくる交渉団体と小石原川ダム建設事業に伴う損失補償基準

の協定書を締結し、事業の進捗に寄与した。この他、水源地域対策特別措置法や水

源地域ビジョンに基づく地域振興に係る取組を継続して実施してきているところで

あり、中期計画に掲げる生活再建対策の実施と地域振興への協力については、本中

期目標期間中、着実に目標を達成できたものと考えている。
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（１２）技術力の維持・向上

①新技術への取組

１）技術５カ年計画

（中期目標）

技術力の維持、向上及び蓄積した技術力の広範な提供を行う上での環境整備を図

ること。

（中期計画）

計画的に新技術の活用等に取り組むとともに 「施設の効率的管理と管理技術の、

体系化、水資源の開発又は利用と自然環境の保全との両立、事業コスト縮減」をキ

ーワードとした「技術５カ年計画」を、平成15年度中に作成する。また、作成され

た「技術５カ年計画」に基づき、技術の開発や普及を進め、技術力の維持・向上を

図る。

（年度計画）

策定した「水資源機構技術５カ年計画重点プロジェクト」に基づき、以下の課題

に関し、重点的に取り組み、これまでの成果を取りまとめるとともに、それぞれの

検討過程において見出された課題を整理し、今後の技術に対しての取組に反映させ

ていく。

①効率的な水運用と良質な水の確保

②管理業務の効率的な実施

③建設事業の効率的な実施

④自然にやさしい事業・業務の実施

⑤施設の耐震化向上と危機管理

（年度計画における目標設定の考え方）

「水資源機構技術５カ年計画」に基づき、各重点プロジェクトの実施項目を推進することとした。

（平成１９年度における取組）

機構では利水者及び国民の期待と要請に応えるため、機構をとりまく技術課題につ

いて、早期に解決することを目標に、新技術の開発・研究に取り組んでいる。

技術５カ年計画■

「水資源機構技術５カ年計画」では、重点プロジェクトとして５課題に対し８つの

項目に取り組んだ （表－１参照 。。 ）
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表－１ 水資源機構技術５カ年計画進捗状況

課 題 重点プロジェクト 主要な実施項目 進捗状況

①効率的な水運用と良質な ①効率的な水運用 ・流域全体の視点に立った機構管理施

水の確保 設の効率的な水運用を図ることに 完了H19
より、河川の安定的な水供給の向

上を目指す検討

②水質の保全・改善 ・水質の保全・改善技術の検討 完了H19

②管理業務の効率的な実施 ③既設構造物の安全性と機能の確 ・施設管理技術を体系化した施設管理 完了H19
保 指針の作成、既設構造物の安全性や

機能確保の検討

④管理業務の効率化 ・ を利用した施設管理の効率化・ 完了IT H19
高度化の検討

・機械設備の合理的保全手法の検討 完了H19

⑤防災管理システムの構築 ・防災管理システムの検討・構築 検討済

③建設事業の効率的な実施 ⑥設計・材料・施工の合理化 ・材料の有効利用に関する技術の検討 完了H19

④自然にやさしい事業・業 ⑦良好な自然環境の保全･回復･創 ・良好な自然環境の保全・復元・創出 完了H19
務の実施 出 の検討

・資源の有効利用の検討

・クリーンエネルギー利用の検討

⑤施設の耐震性向上と危機 ⑧施設の耐震性の向上 ・大規模地震動に対する耐震性向上に 完了H19
管理 関する技術の検討

１．効率的な水運用

本検討は、流域全体の視点に立って機構管理施設の効率的な水運用を図ることによ

り、河川の安定的な水供給の向上を目指すものである。

平成１９年度は、前年度までに収集・整理した資料に基づき検討を行った概略検討

結果に基づき、以下の事項についてとりまとめた。

・流域に視点をおき、良質な水を確保するための方策を検討し、浄水場への原水供

給にかかる水質改善の施策を抽出し、課題等を整理。

・流域に視点をおき、危機時における水の確保策について検討し、想定される事象

について施策を抽出し、効果を整理。

・流域の複数のダムを連携して運用することにより、ダム群として機能を発揮させ

うる具体的施策の検討を行い、単独での長期維持施策との効果の比較を整理。

・既存ダムの治水・利水の安全度向上策を検討し、効果を整理。

・流域に視点をおき、既設ダムに新たに建設されるダムを加えてダム群として連携

し、より安定的な水供給の方策を検討し、効率的な運用及び現行管理への影響に

ついて整理。
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図－１ 効率的な水運用

２．水質の保全・改善

本検討は曝気循環設備の効率的な運用などによる、アオコや淡水赤潮の発生抑制な

どを目指すものであり、平成１９年度は、各種水質対策施設を組み合わせた効果的な

運用方法を検討した。また、新たな水質対策技術として、光触媒を利用した藻類増殖

抑制の可能性を検討するため、現場実験を行って基礎データを収集した。

図－２ 水質の保全・改善

３．既設構造物の安全性と機能の確保

本検討は、施設の健全度・危険度等を把握するための機能診断手法及び低コストの

補修工法等を検討することにより、ライフサイクルコストの低減を図り、用水の安定
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供給を目指すものである。

本検討では、平成15年度から維持管理実態調査を実施し、それに基づくデータベー

スシステムの構築により、維持管理状況の整理・蓄積を図ってきた。併せて、近年破

裂による漏水・出水に関する報告例が複数あるＰＣ管本体を対象とした機能診断手法

の確立を目的として、現地調査及び非破壊検査手法の検討を行い、施設健全度の把握

（劣化診断・評価）を行うためのマニュアル作りに取り組んできた。また、補修工法

の事例収集として、新技術工法や機構での実績等から事例収集を行うとともに、ＦＲ

ＰＭ管に対する補修工法について現地での実証試験を行った。

平成19年度は 「ＰＣ管本体の劣化に関する調査・診断マニュアル（案 」のとりま、 ）

とめ、対策事例集のとりまとめ及びデータベースへの組み込み等を実施した。今後、

マニュアル（案）等を活用することにより、ライフサイクルコストの低減を図るもの

である。

図－３ ＰＣ管本体の劣化に関する調査・診断マニュアル（案）

～パンフレットより抜粋～
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４．管理業務の効率化

（１）ＩＴによる施設管理の高度化・効率化の検討

本検討は、世の中で利用されているＩＴが、機構の管理業務にいかに有効に利活用

できるか、機構内はもとより官公庁や民間企業等の他組織の導入事例等を調査・集約

した「ＩＴ技術集」を作成し、機構内でその情報を共有することにより、各事務所に

おいて業務の効率化やコスト縮減を達成するための一つの手段として、ＩＴを導入す

る場合の参考とするものである。

この ＩＴ技術集 は 機構の管理業務を 貯水池 ダム 管理 用水路管理 危「 」 、 「 （ ） 」「 」「

」「 」 、 「 」機管理 環境 等に区分し ＩＴ導入がもたらす使用効果についても コスト縮減

「 」「 」「 」 、リスク低減 業務の効率化 サービス向上 のカテゴリ別に分類することにより

職員が事務所の状況や目的に応じて管理区分や導入目的を選択することで、ＩＴの利

活用状況を把握することができるものである。機構内での情報共有の手段として利用

するグループウェアにより、電子的にネットワーク上で閲覧することで、職員はいつ

でも情報収集が可能となり、ＩＴ導入による業務の効率化を促進するものである。

図－４ ＩＴ技術集の表示例
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（２）機械設備の合理的保全手法の検討

本検討は機械設備に係るライフサイクルコストの低減を目指すものであり、平成１

９年度は、平成１８年度に解析した機械設備を構成する機器等の平均故障寿命の結果

を精査し、信頼性解析に基づく取替年数の取りまとめを行った。

また、保全履歴などを管理する機械設備保全支援システムについては、プログラム

の一部改良を実施し、機械設備等事務取扱規程（実施要領を含む）の改訂に伴う帳票

の様式変更に対応したほか、データ統合機能の見直しを行い、登録データの検索性能

及びシステムの使いやすさを改善した。

機械設備の合理的な保全（点検・整備）手法を確立することにより、信頼性を確保

したうえで点検整備コストを１０％縮減できた。また、機械設備保全支援システムの

データベース化により設備を一元管理し、業務の効率化及び蓄積データをもとに機器

等の故障寿命解析の精度を高めて、合理的取替数を定めることにより、保全計画を効

率的に策定できるため、今後、取替更新コストの５％程度の縮減が期待できる。

図－５ 機械設備の合理的手法の検討

５．設計・材料・施工の合理化

本検討は、品質の劣る岩石材料のコンクリート用骨材への適用性及び現地発生材料

の改良盛土材への適用性を検討し、従前は廃棄されていた岩石材料を構造物の所要品

質に応じて有効利用する技術を確立することにより、コスト縮減とともに環境への負

荷の軽減を目指すものである。

平成１９年度においては、品質の劣る岩石材料のコンクリート用骨材への利用技術

の確立に関しては、大山ダム堤体コンクリート配合を事例として、室内実験レベルで

の検討を行い、大山ダム計画配合（案）を提示した。これらの検討結果をもとに、現

在、大山ダムでは、所要のコンクリート品質が満足される範囲内で、品質の劣る岩石

  
点検・整備記録データベース 

  
解析予測システム

  
機械設備保全支援システム 
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材料を堅硬な岩石と混合使用するなど、材料の有効活用を目指して取り組んでいると

ころである。

また、現地発生材料の改良盛土材への施工技術の確立に関しては、大山ダム転流工

締切堤を事例として、現地発生材を母材として使用した場合の改良盛土材について、

その含水状態の影響、発現強度、締固め特性等の性状確認を行い、改良盛土材品質に

及ぼす各種要因の影響について明らかにすることにより、改良盛土材の母材としての

適性を有さない材料の特徴を把握した。これらの検討結果をもとに、配合設計の実施

及び施工仕様の設定を行い、大山ダム転流工締切堤では、改良盛土材で築堤を行い竣

工した。

図－６ 改良盛土材の施工技術

 CSG製造装置 材料の採取 
廃棄岩・河床砂礫など 

敷均し・締固め転圧 

簡易混合設備
 CSG製造装置 材料の採取 

廃棄岩・河床砂礫など 

敷均し・締固め転圧 

簡易混合設備
 CSG製造装置 材料の採取 

廃棄岩・河床砂礫など 

敷均し・締固め転圧 

簡易混合設備
 CSG製造装置 材料の採取 

廃棄岩・河床砂礫など 

敷均し・締固め転圧 

簡易混合設備
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６．良好な自然環境の保全・回復・創出

（ ） 、 、在来種を用いた植生回復 緑化 手法 重要な植物種の保全手法等について検討し

良好な自然環境の復元・創出を目指すものである。

平成１９年度は、在来種を用いた植生回復の手引き及び植物の保全事例集について

検討した。

、 。これらは 今後の各事業所における環境保全の効率的な実施に役立てるものである

図－７ 良好な自然環境の保全・回復・創出

７．施設の耐震性の向上

大規模地震に対して、ダム、水路、パイプライン等の水資源開発施設の被災に伴う

被害を最小限にするため、ソフトとハードを組み合せた対策の検討・提示を目指すも

のである。

平成１９年度の取組として、コンクリートダム、フィルダムについては、国土交通

省より示された「大規模地震耐震性能照査指針（案 」に従い、堤高１００ｍ以上のダ）

ムをモデルとして入力地震動の設定、ダム本体・ゲート・門柱の動的解析を実施し、

本体及び付属構造物の一連の耐震性能照査を行った。アースダムについては、想定さ

れる東海地震、東南海地震等の波形を用いた動的解析による耐震照査に引き続き取り

組んだ。

水路、パイプラインについては 「大規模地震対策アクションプログラム」の策定を、

引き続き進めた。

関東管内及び中部支社管内においては、代替水源の確保、応急復旧体制の整備など

について検討を進めてきた。

吉野川局管内においては、耐震及び津波に対する施設（ハード）の補強のための調

査・検討を行うとともに、応急復旧体制の整備などソフト面での対応について検討を
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進めてきた。

筑後川局管内においては、応急復旧体制の整備などソフト面での対応について検討

を進めてきた。

図－８ 施設の耐震性の向上

中期目標等における目標の達成状況

平成１５年度に策定した「水資源機構技術５ヶ年計画」に基づき、重点プロジェ

クト５課題８項目については、機構内の技術的な課題を審議する技術管理委員会に

検討部会を、また、検討部会の下に、実施項目ごとの分科会を設置し、蓄積された

データや機構のフィールドを利活用した計画的な推進とフォローアップを実施し、

予定していた実施項目を平成１９年度までに完了したことから、中期計画に掲げる

新技術への取組（技術５カ年計画）については、本中期目標期間中、着実にその目

標を達成できたものと考えている。
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（１２）技術力の維持・向上

新技術への取組①

２）技術研究発表会の開催と特許等の取得の推進

（中期目標）

技術力の維持、向上及び蓄積した技術力の広範な提供を行う上での環境整備を図

ること。

（中期計画）

毎年度、機構内において「技術研究発表会」を実施する。また、技術開発を通じ

た発明・発見にあたる事案については、特許等の取得を推進する。

（年度計画）

機構内において「技術研究発表会」を実施する。また、技術開発を通じた発明・発見

に当たる事案については、特許等の取得を推進する。

（年度計画における目標設定の考え方）

、「 」 、 、技術力の維持・向上のため 技術研究発表会 を開催し 論文発表等の機会を確保するとともに

技術開発を通じた発明・発見を促し、特許等の取得を推進することとした。

（平成１９年度における取組）

技術研究発表会の開催と特許等の取得の推進■

１．技術研究発表会

平成１９年度で第４１回を迎えた技術研究発表会は、栃木県県土整備部砂防水資源

課、海部土地改良区、阪神水道企業団など関係利水者１３人（１０団体）の出席を得

て、１１月８・９日の２日間にわたり開催した。

参加者数は初日は約１１０名、２日目は約１００名の参加者があり、各地方ブロッ

クから推薦された３０論文が発表された。これらの発表ではそれぞれ活発な質疑応答

が行われた。

論文発表終了後は高橋明監事、鈴木三夫監事により、特別講演が行われた。

今回の発表論文の中から選考の結果、５論文が理事長表彰、１論文が特別賞として

選考され、理事長より表彰状が手渡された。

写真－１ 平成１９年度 技術研究発表会
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関係利水者の意見、感想

①新しい工法等の事例を知ることができた。

②各ダムの状況等を聴講できたことにより、今後の業務の参考としたい。

③それぞれの地域での管理状況などを考慮した事業の必要性を感じた。

各地区の技術研究発表会

本社発表会の予選も兼ねて開催している各地区(関東・中部・関西・四国・

九州)の技術研究発表会（以下「ブロック発表会」という ）は、平成１９年度。

も利水関係者を交えて開催し、８１人（４０機関）の利水関係者の参加が得ら

れた。

、 、各ブロック発表会では 上記利水関係者と職員合わせて約４８０人が参加し

日常業務における研究報告として１１７論文が発表された。

また、九州地区においては平成１６年度から引き続き、利水関係者から２論

文の発表が行われ、活発な質疑応答がなされた。

各ブロックでの主な取組

○関東ブロック…機構の本社の取組等をＰＲできるよう、本社の各部室から１

論文の発表を行った。

○九州ブロック…利水関係者の発表を昨年に引き続き行った。

・ ピコプランクトン と に関する検討－鑑識法と「 Synechococcus Synechocystis
その特徴－」福岡市水道局

・ 多々良浄水場高度浄水処理の現状と課題について」福岡市水道局「
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表－１ 平成１９年度技術研究発表会 発表課題

大山ダムの堤体設計1

浦山ダム清水バイパスにおける設計と施工について2

徳山ダム試験湛水開始直後の暫定的な維持流量放流設備について3

奈良俣ダム貯水池斜面安定評価について4

平成１９年融雪期の矢木沢ダム貯水池運用に係る考察5

大被害発生水位を睨んだ非常時ダム操作6
～洪水対応演習から明らかとなった課題～

流入量の低減予測を用いた洪水調節方法の検討7

管理業務の効率化に向けた支援システムの構築8

長良川河口堰における施設管理手法の検討について9
～アセットマネジメントを目指した施設管理～

人工藻場を用いた魚類の生息環境造成実験10

阿木川ダム湖産アユの生態を探る11
～ダム湖内陸封アユの生産のメカニズム～

人工干潟における環境の変遷について12

非静水圧モデルを用いた貯水池水質解析13

味噌川ダムにおける濁水長期化に対する取り組みについて（報告）14

既設放流設備等を活用した冷濁水対策の取組み15

姉川・高時川融雪水の丹生ダム貯留による琵琶湖深層部ＤＯへの影響について16

布目ダム管理用制御処理設備更新について（報告）17

緊急時でのＩＴ技術を利用した画像伝送について18

特別高圧受変電設備更新計画と省エネルギーの取組について19

安全性に優れた人荷用昇降設備の設置について20

調整池取水放流設備の設計施工計画について21

堰の耐震性照査手法について22

首都直下地震を見据えた利根導水の危機管理対策について23

両筑平野用水二期事業の管水路改築（管更生工法）の施工について24

豊川用水東部幹線併設水路の通水試験について25

福岡導水の漏水事故に伴う可撓管調査結果について26
～ゴム伸縮可撓管の劣化状況調査と今後の保全対策検討について～

筑波トンネルの現況調査について27

水資源機構を活用した水道事業の業務運営の検討28
～水資源開発施設と水道施設の一体的管理に関するケース・スタディ～

技術力の維持・向上及び継承に向けた取り組みの一事例について29

生物を媒体とした事業広報の検討及び取り組みについて30
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２．特許等の取得推進

平成１９年度は、民間と共同開発して取得手続を行っていた「堆砂除去装置 （樋門」

下部等の堆砂を人力運搬が可能な小型の装置で効率よく除去する装置 「混練装置及）、

び混練方法 （小型軽量で連続してコンクリート等を製造できる装置及び方法 「下流」 ）、

水位制御装置 （ゲートの下流水位が変化したときに下流に必要な水量を安定して供給」

することができる装置）の３件について、特許を取得した。

中期目標等における目標の達成状況

平成１９年度は、平成１８年度までに引き続き関係利水者の出席を得た技術研究

発表会を開催し、好評を得た。また、技術開発を通じた発明・発見について特許等

の取得を推進し、平成１９年度において、民間と共同開発した３件について特許を

取得した。これらのことから、中期計画に掲げる新技術への取組（技術研究発表会

の開催と特許等の推進）については、本中期目標期間中、着実に目標を達成できた

ものと考えている。



- 280 -

（１２）技術力の維持・向上

新技術への取組①

３）その他新技術への取組

（中期目標）

技術力の維持、向上及び蓄積した技術力の広範な提供を行う上での環境整備を図

ること。

（中期計画）

技術力の維持、向上及び蓄積した技術力の広範な提供を図る。

（年度計画）

異常渇水時や災害時における水供給の危機管理に係る新技術への取組として、可①

搬式海水淡水化試験装置や、水輸送用バッグを用いた海上水輸送について渇水時等に試

験を行う。

② 将来の管理費の節減等に資する新技術への取組として、太陽光発電システムの水面

設置技術に関する検討を行う。

③ 水質改善に資する新技術への取組として、光触媒等を用いた実証実験を行い、適用

可能性について検討を行う。

（年度計画における目標設定の考え方）

平成１８年３月に国土交通省水資源部が策定した水資源政策レビューにおいて示された政策への反

映の方向を踏まえ、渇水に対する備えの充実の一環として、短期間で渇水が深刻化しやすい地域など

への対応として、可搬式海水淡水化試験装置による造水や水輸送用バッグによる水輸送等、多様で機

動的な水供給手法の活用を検討することとした。

また、将来の管理費の節減に資する新技術への取組として、ＮＥＤＯの実施する大規模太陽光発電

に関する実証研究について、機構が研究実施機関となるよう技術提案・応募することとした。

（平成１９年度における取組）

その他新技術への取組■

１．異常渇水時や災害時における水供給の危機管理に係る新技術への取組

○水輸送用バッグを用いた海上水輸送試験

渇水や災害等の緊急時における機動的な水供給に係る新技術への取組とし

て、実用化に向けた課題を洗い出すため、民間会社（ＭＴＩ）と協力して、平

成１８年度に引き続き、水輸送用バッグによる海上水輸送試験を実施した。

この試験は、高強度複合繊維製の水輸送用バッグ（容量約１，０００ｍ ）３

をタグボートで曳航して、水を輸送しようとするものである。

平成１８年度の試験においては、バッグが破損し、海水が混入したため、平

成１９年度はバッグを改良した上で、その効果を確認するための輸送試験を実

施した。

平成１９年１０月２２日から２４日にかけて、和歌山県新宮港から徳島県富
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、 、岡港まで約１７０ の距離を往復したが 今回はバッグの破れ等は見られずkm
改良の効果が確認できた。また、輸送した水の水質についても、水道水質基準

、 、 、５０項目の試験を行い 一部 数値がわずかに上昇した項目がみられたものの

いずれも基準値以下であり、試験は成功し、実用レベルの技術を確立した。

＜水輸送用バッグの概要＞

・全 長：４４ｍ

ｍ・容 量：約１,０００ ３

・バッグ素材：高強度の複合繊維

図－１ 水バッグの曳航概念図

図－２ 水バッグの構成概念図

図－３ 海上水輸送試験の実施概要

水バッグ バッグ本体（3つのモジュールに分割）

エンドユニット（前後方両端部）

図 4-1　水バッグの構成概念図

バッグ本体

端部部材（エンドユニット）

水バッグ バッグ本体（3つのモジュールに分割）

エンドユニット（前後方両端部）

図 4-1　水バッグの構成概念図

バッグ本体

端部部材（エンドユニット）

水拠出元水輸送先

和歌山県新宮市（新宮港）徳島県阿南市（富岡港）

警戒船 タグ ボー ト

平面

側面

警戒船 タグ ボー ト

平面

側面
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写真－１ 水バッグ曳航状況（１０月２２日 新宮港）

○可搬式海水淡水化試験装置を用いた訓練等

渇水や災害等の緊急時における機動的な水供給手法の１つである可搬式海水

淡水化試験装置（１日当たりの造水能力３５ｍ ）を用いて、関係県市協力の３

もと、造水訓練を実施した。

この訓練は、試験装置のメンテナンスを兼ねて行うものであり、平成２０年

３月１１日に徳島県徳島市の旧吉野川河口堰管理所敷地内において実施した。

訓練の実施にあたり、関係機関に参加を呼びかけたところ、８名の参加造水

が得られた。

今後、実際の渇水の際に運用試験を行うなど、引き続き実用化に向けた検討

を行う予定である。

図－４ 可搬式海水淡水化試験装置の訓練等実施場所
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装置設営状況 操作訓練状況

写真－２ 可搬式海水淡水化試験装置による訓練状況

表－１ 水バッグ試験及び海淡訓練 放映リスト

日付 番組名 番組名 時間帯 備考 区分 タイトル 分類

10/22(月) 東京放送 JNNニュース 11時台 全国 ＴＶ “再チャレンジ”水1,000トン海上輸送実験 水バッグ

関西テレビ FNNスピーク 11時台 ＴＶ 和歌山→徳島 巨大「水袋」を海上輸送 水バッグ

10/23(火) NHK徳島 NHK ニュース 正午 ＴＶ 真水を袋で海上輸送 ２回目の実験 水バッグ

NHK徳島 ニュースとくしま６１０ 18時台 ＴＶ 真水を袋で海上輸送 ２回目の実験 水バッグ

毎日放送 VOICE 18時台 ＴＶ 再実験！ 1,000トンの水を海上輸送 水バッグ

読売テレビ ニューススクランブル 18時台 ＴＶ 水1000トン 海上輸送実験 水バッグ

四国放送 フォーカス徳島 18時台 ＴＶ 巨大水袋 阿南に到着 水バッグ

NHK徳島 とくしまニュース８４５ 20時45分 ＴＶ 真水を袋で海上輸送 ２回目の実験 水バッグ

3／11（火） NHK徳島 ほっとイブニング徳島 18時台 ＴＶ 海水淡水化試験装置を公開 海淡

四国放送 フォーカス徳島 18時台 ＴＶ 海水を淡水に変える訓練 海淡

表－２ 水バッグ試験及び海淡訓練 新聞記事リスト

日付 新聞社名 版名 区分 タイトル 分類

10/19(金) 徳島新聞 朝刊 災害に備え 水バッグ 接合部品を改良 再実験 水バッグ

10/20(土) 日本経済新聞 朝刊 水バッグ２回目の海上水輸送試験

10/22(月) 読売新聞 関東版 夕刊 水バッグ「水」安く 海上輸送

関西版 夕刊 水バッグみなと

日本経済新聞 夕刊 水バッグ水１０００トン海上輸送 「今度こそ」再挑戦

中日新聞 西濃版 夕刊 水バッグ飲み水輸送再挑戦 和歌山から徳島へ出発

10/23(火) 読売新聞 朝刊 水バッグ和歌山・新宮港→→→阿南・富岡港 1000トン水の輸送再開

埼玉新聞 朝刊 散歩道 水バッグ

徳島新聞 朝刊 水バッグ飲料水入り袋 海上輸送再び挑戦

愛媛新聞 朝刊 水バッグ水の中で水輸送 渇水・災害対策で再実験

朝日新聞 夕刊 水バッグ真水運搬今度は成功

日本経済新聞 夕刊 水バッグ水1000トン入りの袋徳島の港に到着 海上輸送実験

中日新聞 北勢版 夕刊 水バッグ水袋の海上輸送成功

西濃版

徳島新聞 夕刊 水バッグ和歌山－富岡港 飲料水1000トン 海上輸送成功
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10/24(水) 朝日新聞 徳島版 朝刊 水バッグ真水運搬、「追試」は合格

滋賀版

読売新聞 朝刊 水バッグ水1000トン無事入港

毎日新聞 徳島版 朝刊 雑記帳 水バッグ

産経新聞 三重版 朝刊 水バッグ水袋の海上輸送成功 徳島

徳島新聞 朝刊 水バッグ和歌山－富岡港 飲料水1000トン海上輸送成功

愛媛新聞 朝刊 水バッグ水の海上輸送に成功 和歌山－徳島170キロ

伊勢新聞 朝刊 水バッグ水の海上輸送に成功

11/23（金） 読売新聞 滋賀版 朝刊 水バッグ1000トン水輸送、水質クリア

徳島新聞 朝刊 水バッグ水質検査結果基準値下回る 新宮－阿南水バッグ輸送

12／3(月) 日本水道新聞 － 水バッグ海上水輸送で好結果

12／6(木) 水道産業新聞 － 水バッグ水質検査結果は良好 水バッグ輸送試験

3／12(水) 日経新聞 徳島版 朝刊 海水淡水化装置 移動式使い訓練 海淡

徳島新聞 朝刊 海水から真水造る 海淡

２．水面を利用した大規模太陽光発電システムの技術開発

環境省の「平成19年度地球温暖化対策技術開発事業」に採択され 「水面を利用し、

た大規模な太陽光発電システムの技術開発」を 民間会社（(株)クレハエンジニアリ

ング）との共同事業として愛知池（愛知用水）で実施した。

平成１９年８月から発電と各種データの観測を開始し、水面設置した場合の低コス

ト化及び太陽電池の冷却による発電効率の向上などの検討を行った。

写真－１ 愛知池に設置した太陽光発電システム

水面上(空冷型）10kW 水面上(空冷+水冷型）10kW

陸上 10kW
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表 愛知池に設置した太陽光発電システムの概要－１

位置 出力等 タイプ 太陽電池の傾斜角度

2 1.3 ( )水面上 × セット 空冷型 傾斜角 ° 真南向き10kW
セット 風の影響を避けるため水平とし、雨水1

水冷型 の排水を考慮し若干の角度を付けた。

セット1

1 30 ( )陸 上 × セット 空冷型 傾斜角 ° 真南向き10kW
セット 最適傾斜角とした。1

写真－２ 水面設置の太陽光発電設備 写真－３ 水冷型の散水状況

写真－４ 陸上設置の太陽光発電設備
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図－５ フィールドテスト(イメージ図)

（１）発電効率の向上

水冷効果による夏期の発電効率の向上は図られたが、年間を通じた発電量は太陽電

池を陸上設置した場合に比べ、水面設置は太陽電池の傾斜が小さいため、陸上設置に

及ばない結果となった。

ただし、解析で得られた発電効率等により太陽電池の傾斜角を１０°とした場合の

年間発電量を推定すると、水上(水冷)型の年間発電量は太陽電池１ＫＷあたり１，３

００ＫＷｈとなり、陸上で最適傾斜角度(３０度)に設置した場合と同等以上の発電量

インバータ

系統連系

水冷装置制御盤

陸上設置　10ｋW
PV発電設備

水面設置　10ｋW
PV発電設備

空冷＋水冷機能付加型

水面設置　10ｋW
PV発電設備
空冷型

インバータ
発電効率比較

系統連系

水面設置  10kW　PV発電設備
空冷型

太陽電池モジュール127W×60枚

陸上設置  10kW
PV発電設備

太陽電池モジュール
127W×60枚

フィールドテストイメージ平面図

フィールドテストイメージ横断図

観測小屋

１５ｍ

９ｍ

１５ｍ

９ｍ

２０ｍ

４ｍ

水面設置  10kW　PV発電設備
空冷＋水冷機能付加型

太陽電池モジュール127W×60枚



- 287 -

が予測された。

図－６ 発電量の実績

（２）コストダウンの検討

太陽光発電システムを水面に浮かべる浮体の製作工程の自動化等により、現状の

１，１８０千円/ＫＷから１，０３９千円/ＫＷまでコストダウンできた。今後、Ｐ

、 （ ）Ｖと架台の工場取付や現地据付工事等の検討により 陸上設置 ９３５千円/ＫＷ

と同等以下のコストダウンを目指すこととしている。

（成果発表状況）

・ ７月３０日 現地説明会の開催に関するプレスリリース（３記者クラブ）

・ ８月 ６日 地元関係者（７団体 、報道関係（５社）への現地説明会開催）

・ ８月 ７日 中部日本放送で「愛知池で太陽光発電」のニュース放映

・ ８月 新聞掲載 建設工業新聞(８／８)、建通新聞(８／１０)、

建設通信新聞（８／１６)、水道産業新聞(８／２３)

・ ９月 ３日 （独）水資源機構愛知用水総合管理所HPにて「愛知池で太陽光発

電実証実験」の紹介

・１１月 ７日 横浜水道展「水上太陽光発電システム実証設備」の紹介

・１２月 １日 愛知用水だより(発行:愛知用水土地改良区) で「水面を利用した太

陽光発電システムの実証実験」の紹介

３．光触媒を用いた実証実験

新たな水質対策技術として、平成１７年度より、光触媒による藻類の増殖抑制効果

を検証し、機構施設に適用できるかどうか検討している。

平成１９年度は、遮光対策と組み合わせた手法で東総用水の長山ファームポンドを

使って現地実験を行った。
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その結果、藻類増殖抑制に対して一定の効果を有するものの、費用対効果は遮光の

みの場合と比較して小さいことなどを確認した。

「光触媒について

触媒とは、それ自体は変化することな

く化学反応を促進する物質のことで、

光触媒は光があたると触媒になる物質

である。この光触媒に光を当てること

、 、により 触媒を高エネルギー状態にし

この状態にある物質が触れることで、

別な物質に分解させることができる。

図ー７ 光触媒反応のイメージ

光触媒を用いた藻類増殖抑制対策(イメージ)図－８

写真－８ ファームポンドでの現場実験の状況（東総用水）

藻類増殖の抑制？

光触媒強い酸化力

（有害）
A有機物

活性化

状態へ

光触媒

高エネルギー

状態
光

光触媒

繰り返し

（無害）
B有機物

（有害）
A有機物

活性化

状態へ

光触媒

高エネルギー

状態
光

光触媒

繰り返し

（無害）
B有機物
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中期目標等における目標の達成状況

水輸送用バッグによる海上水輸送については、平成１８年度発生した塩水混入の

課題を端部部材の形状変更や破損部の二重化等により、実用レベルの技術を確立し

た。また、平成１８年度調達した可搬式海水淡水化試験装置についても、引き続き

実用化に向けた検討を実施した。

また、将来の管理費の節減等に資する新技術への取組（貯水池湖面を利用した大

規模太陽光発電）についても、平成１９年度は発電効率の向上、コストダウンにつ

いて検討を行っている。さらに、光触媒技術の水質改善への取組についても、実証

試験を行い、適用の可能性を検討した。

これらのことから、中期計画に掲げる技術力の維持・向上（その他新技術への取

組）については、本中期目標期間中、着実に目標を達成できたものと考えている。



- 290 -

（１２）技術力の維持・向上

②蓄積された技術の整備・活用

（中期目標）

技術力の維持、向上及び蓄積した技術力の広範な提供を行う上での環境整備を図

ること。

（中期計画）

これまで蓄積してきた技術力の体系的整理や新たな知見等の活用を図るため、新

築、改築、管理及び環境等に関する６指針２３編の指針等の作成、更新等を行

う。

また、個人の持つ技術・ノウハウを組織として活用するため、知識活用（ナレッ

ジ）システムの問い合わせ機能等の対象者拡大を図る（再掲）ことにより、蓄積さ

れた技術等の活用を図る。

（年度計画）

これまで蓄積してきた技術力の体系的整理や新たな知見等の活用を図るため、平

成１５年度から新築・改築、管理及び環境等に関する指針等の作成、更新等を行っ

てきたところである。平成１９年度は、平成１６年度から編集に取り組んでいるダ

ム設計指針（基礎処理編）について、試験湛水中の滝沢ダム及び徳山ダムの状況を

勘案した更新並びに平成１８年度から編集に取り組んでいるダム施工要領（コンク

リートダム編、ロックフィルダム編、共通編）について、滝沢ダム及び徳山ダムの

施工実績を反映させた更新を実施する。

なお、作成された指針等へのフォローアップを引き続き行っていく。

また、知識活用（ナレッジ）システムについては、平成15年度に中期計画に

掲げる目標である同システムの対象としている職員の割合を、概ね５０％（平

成１５年４月現在）から１００％に拡大したところであるが、平成１９年度には

同システムの円滑な運用に努めるとともに、データベースの活用を含めたシス

テムの検討を行う （一部再掲）。

（年度計画における目標設定の考え方）

これまで蓄積した技術の集大成として中期計画に掲げる６指針25(23) 編（表－１「整備すべき※1

指針等及び整備計画表」参照）の作成・更新の他に、平成17年度にダム設計指針１編の更新の追加を

※1：( )書きは中期計画編数。25編数は、施設管理指針構成の見直しにより、9編から11編に行うこととした。

増加したことによる。

表－１ 整備すべき指針等及び整備計画表

指 針 名 称 指針数 編 数 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

水路工設計指針 １指針 ９編 ９編(完成) － － － －

施設管理指針 １指針 １１(９)編 ４(３)編 ７(６)編 － － －

（完成）

機械設備管理指針 １指針 １編 １編(完成) － － － －
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１指針 １編 １編(完成) － － － －電気通信設備管理指針

建築物保全指針 １指針 １編 － １編 完成 － － －（ ）

環境に関する行動指 １指針 ２編 － １編 － 1編 －

（ ）針 完成

計 ６指針 25(23)編 15(14)編 ９(８)編 － 1編 －

（平成１９年度における取組）

蓄積された技術力の継承■

○ 総合技術推進室での業務について ～技術力向上への取組～

平成１７年度に発足した総合技術推進室では、機構が目指す「水に関する実務型

シンクタンク」を担っていくための中核的組織として、機構のダム・水路等事業に

おける基幹的・専門的業務を職員自ら実施すること（外部委託の内部化）による技

術力の継承、維持、向上に努め、現場職員との連携・協働による全社的な人材育成

水に関わる調査、計画、設計、管理等の総合的技術の蓄積及び向上を目的として、

を実施した。

（ ）平成１９年度は 平成１８年度に引き続き、 設計等業務の外部委託の内部化 ４９件

、 。 、 、を実施し 技術力の向上・人材育成に努めた その結果 諸経費率等の軽減により

外部委託した場合に比して約２億８千万円（約３０％）のコスト縮減を図った。ま

た、試験研究業務（２５件）や、各事業所への助言を行う業務（２６件）も実施し

た。

また、これに加え、機構が有している長年の経験と高度な技術力を活かし、国、

地方自治体及び民間会社等からダム本体工事発注の技術評価に係る業務などの設計

等業務１９件及び浦和技術センターでの試験業務８件について、受託により２億８

千万円の収入を上げている。

これらの業務により、利水者等の費用負担軽減にも寄与している。

表－２ 平成１９年度における総合技術推進室での実施業務

＜基幹的・専門的な設 ・ダムサイト水理地質解析、評価
計等業務＞ ・貯水池周辺斜面観測データ検討

・ダム管理における品質管理・改善に関する検討
・ダム本体等施工計画検討
・水路水管理計画検討
・ダム堤体挙動解析
・ダム水質予測検討
・ダムサイト、原石山地質評価

＜試験研究業務＞ ・貯水池土砂管理に関する研究
・コンクリートの機能維持、補修技術に関する研究
・アースダムの耐震性に関する研究

＜外部機関からの受託 ① 建設～管理の経験及びノウハウと密接に関連する業務
業務＞ ・ダム技術提案検討業務
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・事業事後評価調査業務
② 自ら実施し蓄積してきた特有の技術分野を活かせる業務
・貯水池堤体強化工事に係る専門技術の業務支援
・ダム本体工事積算に関する資料作成業務

③ 保有する実験施設や試験機器を活用できる業務
・鉄線籠型護岸蓋網部の線材に関する面的摩擦試験
・コンクリート強度試験

＜試験所としての信頼 ・ＩＳＯ／ＩＥＣ １７０２５の維持
性向上への取組＞

現場活用型研修を通じた技術伝承への取組■

１．試験湛水研修の実施

ダム工事（試験湛水）に関する専門的な技術・知識を高め、ダム技術者としての能

力の向上及び技術の伝承を図り、円滑かつ効率的な業務遂行に寄与することを目的と

して、試験湛水研修を実施した。

（１）研修期間

１回目：平成１９年１０月２９日（月）～平成１９年１１月２日（金）

２回目：平成１９年１１月２６日（月）～平成１９年１１月３０日（金）

（２）研修受講者

１回目：１３名、２回目：１４名

（３）研修内容

① 試験湛水を実施中の徳山ダムを実習フィールドとして、現地での試験湛水業務

の体験を含む研修とした。

② 研修内容としては、経験豊富な技術者（機構ＯＢ）による試験湛水に関わる講

義、パネルディスカッションによる試験湛水事例紹介、徳山ダムで日々試験湛水

業務に従事している現地職員との意見交換、課題討議型のグループ演習と発表な

どである。

③ 現地視察や現地職員との意見交換を含み、かつ、能動的な研修であったことか

ら、研修参加者の意識レベル・理解度は非常に高く、有効な研修となった。

（４）その他

本研修は 「土木学会認定ＣＰＤプログラム」として認定されている。、

現場を活用した実務型研修は、現場ノウハウの習得、技術の伝承等を図るうえで有

意義な研修であると考え、平成２０年度はダム本体コンクリート打設中の大山ダムを

フィールドに「ダム施工技術に係る研修」を実施する予定である。
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写真－１ 現場実習状況

写真－２ グループ討議と発表

２．香川用水調整池建設工事におけるアースダム技術現地研修の実施

香川用水調整池建設工事を実体験フィールドとして、アースフィルダムの建設から

管理まで一貫した専門的な技術・知識を高め、技術者としての能力の向上及び技術の

継承を図ることを目的として研修を実施した。

（１）研修期間

第１回目：平成１９年１０月２２日（月）～平成１９年１０月２６日（金）

第２回目：平成１９年１２月１０日（月）～平成１９年１２月１４日（金）

（２）研修受講者

第１回目：１２名 、 第２回目：１２名

（３）研修内容

① 実際の施工現場の材料を用い盛立材の粒土試験、突き固め試験及び現場透水試

験、現場密度試験（砂置換法、ＲＩ計器）等の実施

② 各試験を中心とした施工管理、品質管理

③ ダムの調査・設計・施工・管理に関する専門的な技術・知識について

（４）その他

研修生のアンケート結果からも、現場を実体験フィールドとした実務型研修は、講

義と現場との対比、品質管理実習等の体験等を可能とすることで、建設技術の習得、

技術の継承を図るうえで大変有意義な研修であると考えられる。そのため、引き続き

平成２０年度においても２回の研修を実施することとしている。
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※本研修は 「ＣＰＤプログラム」として認定していない。、

写真－３ 講義状況 写真－４ 現地実習状況

蓄積された技術の整備・活用■

、「 （ ）」 「 （ ）」平成１９年度は ダム設計指針 基礎処理編 及び ダム施工要領・同解説 案

の改訂 行った。に向けた作業を

表－３ 平成１９年度に取り組んだ指針
指 針 名 称 指針数 編 数 区分 備 考

ダム設計指針 １ １ 編集
（基礎処理編）
ダム施工要領・同解説 １ ３ 編集
（案）

１．ダム設計指針・基礎処理編

本編は、平成１２年３月に策定した「ダム設計指針」１１編のうちの１編である。

平成１５年４月の国土交通省「グラウチング技術指針 、平成１８年１月の国土交通」

省「ルジオンテスト技術指針」の改訂、試験湛水中の滝沢ダム、徳山ダムの状況を勘

案して改訂を進めており、より適切な施工事例の掲載、職員に分かりやすい表現にす

べきという指摘を踏まえた検討を加え、試行案を各現場事務所等へ発出したところで

ある。今後、意見をとりまとめ、建設を予定しているダム本体工事へ活用していく予

定である。

２．ダム施工要領・同解説（案）

本要領は、機構でのダム施工に関する経験、知識を集大成したものであり、ダム建

設に従事する機構職員が現場で直面する問題を解決するための手引き書である。共通

編、コンクリートダム編、フィルダム編の３編から構成され、いずれも平成４年度の

発刊である。その後、コンクリートダム５ダム（浦山ダム、日吉ダム、比奈知ダム、

富郷ダム、滝沢ダム 、フィルダム１ダム（徳山ダム）の施工が行われ、近年の施工技）
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、 。 、術の進展にともなって改訂を行う予定であり 作業を進めているところである 今後

とりまとめを行い、建設を予定しているダム本体工事へ活用していく予定である。

中期目標等における目標の達成状況

指針は、社会状況の変化や技術の進展等に応じて内容を改める必要があるため、

常に新しい知見を基に、作成・更新を行っていく必要があり、平成１９年度には、

（ ） （ ） 。ダム設計指針 基礎処理編 及びダム施工要領・同解説 案 の改訂作業を進めた

また、中期目標期間中、新築、改築、管理及び環境等に関する６指針２５編の指針

等の作成、更新等を行っており（中期計画における目標６指針２３編 、さらに総）

合技術推進室における業務実施や、現場における実地研修により、技術の継承にも

取り組んでいることから、中期計画に掲げる蓄積された技術の整備・活用について

は、本中期目標期間中、着実に達成できたものと考えている。
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（１２）技術力の維持・向上

③技術力の提供

１）論文等の発表

（中期目標）

技術力の維持、向上及び蓄積した技術力の広範な提供を行う上での環境整備を図

ること。

（中期計画）

技術力の提供、積極的な情報発信を行うため、毎年度、上記「技術研究発表

会」 優秀な論文等を５０題以上、学会、専門誌等に発表する。における

（年度計画）

技術力の提供、積極的な情報発信に努めるため、平成19年度に、上記「技術研究

発表会」における優秀な論文等を５０題以上、学会、専門誌等に発表する。

（年度計画における目標設定の考え方）

技術力の提供及び積極的な情報発信に努めるため、技術研究発表会における優秀な論文等を学会、

専門誌等に年間50題以上発表することとした。

（平成１９年度における取組）

論文等の発表■

技術力の提供及び積極的な情報発信に努めるため 「技術研究発表会」における優、

秀な論文を含む74題の論文等を学会、専門誌等に発表（表－１「学会・専門誌等に発

表した論文等数 、図－１「学会・専門誌等に発表した論文等一覧 ）するとともに、」 」

発表論文リストを機構ホームページに掲載し、広く技術力の提供を行った。

表－１ 「学会･専門誌等に発表した論文等数」

区 分 発 表 論 文 等 数 査読論文数（内数）

学会誌 １０ １０1※

専門誌等 ３０ １０2※

講演会論文等 ３５ ９3※

合 計 ７５ ２９

※1：土木学会、農業土木学会、日本緑化工学会等

※2：ダム技術、大ダム、建設電気技術等

※3：土木学会学術講演会、地盤工学会研究発表会、国土交通省技術研究発表会等
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図－１ 学会・専門誌等に発表した論文等一覧

番号 論文題名 資料等名

1 淀川水系ダム群の長寿命化検討 シンポジウム　ダムのアセットマネジメントを考える

2 琵琶湖深層部への溶存酸素供給に関する基礎的考察 土木学会論文集

3 徳山ダム－堤体盛立工事（ロックフィルダム） 建設の施工企画NO.687

4 木津川ダム総合管理所における出水期前の取組み 月刊　建設

5 石綿曝露に起因する監視・操作体制の確立及び対外的対応 第58回全国水道研究発表会

6 堆砂対策に着目したダムにおけるアセットマネジメントの適用性検討 土木学会2007年度・河川技術に関するシンポジウム河川技術論文集

7 木津川上流ダム群を対象とした堆砂対策手法に関する検討 土木学会2007年度・河川技術に関するシンポジウム河川技術論文集

8 一庫ダム管理運用における情報提供 リザバー

9 琵琶湖水辺の環境調査：沈水植物の調査結果について 第1回湖岸生態系保全・修復研究会

10 Long-term monitoring of deformation behavior of large excavated rock slope in a dam site ISRM 11th congress　（第11回国際岩の力学会議）

11 徳山ダムにおける貯水池上流全域を対象とした公有地化事業 大ダムNo.200

12 日本におけるダム事業の環境影響評価とその事例 大ダムNo.200

13 早明浦ダム選択取水設備の運用方法 ダム技術No.250

14  吉野川における平成１７年渇水と早明浦ダム等での対応 ダム技術No.250

15 ダムを活かした水源地域の活性化 ダム技術No.250

16 利根川大堰における魚類に配慮した施設の改築と運用 平成19年度スキルアップセミナー関東

17 奈良俣ダム貯水池斜面安定評価について 平成19年度スキルアップセミナー関東

18 鉄線籠型護岸蓋網部の線材に関する面的摩擦試験の一考察 平成19年度スキルアップセミナー関東

19 徳山ダムにおける環境の保全について 平成19年度中部地方整備局管内事業研究発表会

20 ダム湖を対象としたリアルタイム水質データの解析・活用システムの開発 第29回環境衛生工学シンポジウム（京都大学）

21 琵琶湖湖辺域における堤脚水路等を活用した生物生息空間の保全・創出への取り組み 平成19年度近畿地方整備局研究発表会

22 日吉ダムにおける冷濁水対策検討の取組みについて 平成19年度近畿地方整備局研究発表会

23 深層曝気装置の有効活用について 平成19年度近畿地方整備局研究発表会

24 「一庫ダム弾力的管理試験（制限水位移行方式）について 平成19年度近畿地方整備局研究発表会

25 深層曝気設備を用いた曝気循環によるアオコ抑制効果 平成19年度近畿地方整備局研究発表会

26 伐竹材の堆肥化試験結果報告 四国地方整備局管内技術・業務研究発表会

27 水路トンネル現況調査について 平成19年度九州国土交通研究会

28 寺内ダム水質保全への取り組み 平成19年度九州国土交通研究会

29 大山ダムにおける総合学習支援の取り組みについて 平成19年度九州国土交通研究会

30 日吉ダムにおける深層曝気装置の有効活用の試み ダム技術No.251

31 既設アースダム耐震照査のための現位置サンプリングと土質試験結果の評価 農業農村工学会大会講演会

32 群馬用水における水路橋耐震補強設計（落橋防止システムの設計事例紹介） 農業農村工学会発表会

33 群馬用水における施設機能調査 農業農村工学会発表会

34 香川用水調整池ビオトープの整備について～ワークショップによるビオトープ作り～ 全国農村振興技術連盟

35 徳山ダム洪水吐きの施工について（その１）、（その２） ダム技術No.252 No.254

36 両筑平野用水二期事業における水路トンネル現況調査報告 農村振興　技術ノート

37 幹線水位監視の強化策について （社）建設電気技術協会

38 白滝発電所技術支援及び新規発電計画 建設電気技術（2007技術集）

39 二連水路の特性を生かした保守点検について 水と土

40 非静水圧モデルを用いた貯水池水質解析 土木学会第62回年次学術講演会

41 選択取水施設の運用方法が表層滞留時間と藍藻類現存量に及ぼす影響 土木学会第62回年次学術講演会

42 フィルダムにおける点検と維持管理 地盤工学会

43 外来魚のリサイクル 平成19年度　多自然川づくり近畿地方ブロック担当者会議

44 両筑平野用水二期事業の紹介 土地改良259号

45 Geohazards in Asia and the Role of  Engineering Geology The 6th Asian Regional Conference on Geohazards in Engineering Geology

46
Utilization of Reservoir Sediment of Yokoyama Dam for Tokuyama Dam Construction
Materials

第4回東アジア地域ダム会議

47 Environmental Conservation at the Tokuyama Dam 第4回東アジア地域ダム会議

48 深層曝気装置の有効活用について 第4回東アジア地域ダム会議

49 徳山ダム基礎における水理地質構造の評価について 平成19年度国土技術研究会

50 大山ダムにおける環境保全の取り組み 第24回　日韓技術交流

51 「オオサンショウウオ道」の検討について　（遡上試験の中間報告） 第4回オオサンショウウオの会「三重大会」

52 滝沢ダムの設計と施工について（前編）、（後編） ダム日本

53 長良川河口堰における魚道及びアユの遡上について 土木施工

54 ベトナムにおける参加型水管理（ＰＩＭ）の取組み 全国農村振興技術連盟（海外レポート）

55 大山ダムにおけるトレンチ掘削による岩盤せん断試験 第18回　ダム工学会研究発表会

56 RCD工法による重力ダムの打止め部および水平打継目処理の合理化に関する検討 ダム工学

57 点検者の視点に立った地震時臨時点検マニュアルの作成 リザバー

58 吾妻川サイホン併設水路シールド工事に採用された新技術 土木学会関東支部群馬会機関誌｢群馬を拓く｣

59 人工干潟における環境の変遷について 信州生態研究平成19年度研究発表会

60 老朽化したＰＣ管の判定と対策について（木曽川右岸地区の事例から） 農業農村工学会

61 水資源機構における大規模地震対策への取り組み 農業農村工学会

62 大山ダムにおける新しい入札制度の試み(1)－高度技術提案型総合評価方式による発注－ 建設マネジメント技術

63 新しい水循環システム～浦山ダム清水バイパス～ （社）国土政策研究会

64 堰（頭首工）の耐震性照査手法について 農業農村工学会

65 群馬用水における水路橋耐震補強について 農業農村工学会

66 大規模地震動に対する盛土水路の耐震性能と照査手法の検討 農業農村工学会

67 大山ダムにおける新しい入札制度の試み(2)－高度技術提案型総合評価方式による発注－ 建設マネジメント技術

68 コア式プレストレストコンクリート管の調査・診断手法の検討 農業農村工学会

69 阿木川ダム異常洪水時における浸水被害軽減のための非常時操作方法検討 平成19年度　ダム・堰危機管理業務顕彰

70 豪州クイーンズランド州の厳しい渇水事情とその対策 ダム技術No.258

71 ダムのアセットマネジメント ダム技術No.258

72 ダム湖を対象とするリアルタイムモニタリングデータを活用した水質管理 用水と廃水

73 水路施設における小水力発電設備の設置　ー地球環境の保全と管理費の負担軽減に貢献ー 建設の施工企画

74 サケ・アユのそ上に配慮した堰の改築とその効果検証 水と土

75 人工干潟における環境の変遷について 平成19年度土木学会中部支部研究発表会
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中期目標等における目標の達成状況

平成１８年度までに引き続き、技術研究発表会における論文等について、計画値

の５０題に対し、７４題を学会・専門誌等に発表した。これにより、中期計画に掲

げる技術力の提供（論文等の発表）については、本中期目標期間中、着実に目標を

達成した。
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（１２）技術力の維持・向上

③技術力の提供

２）研修の開催等を通じた関係機関への機構技術の公開

（中期目標）

技術力の維持、向上及び蓄積した技術力の広範な提供を行う上での環境整備を図

ること。

（中期計画）

機構施設における関係機関を対象とする研修の開催等を通じ、機構の技術の公開

を進める。

（年度計画）

機構施設における関係機関を対象とする研修の開催等を通じ、機構の技術の公開

を進める。

（年度計画における目標設定の考え方）

機構施設における関係機関を対象とする現地検討会、見学会等の研修の開催等を通じ、機構の技術

の公開を進めることとした。

（平成１９年度における取組）

研修の開催等を通じた関係機関への機構技術の公開■

１．群馬用水施設での説明会開催

８月８日～１０日にインドネシア水資源管理公団（３名）に群馬用水施設の説明を

実施した。

９月１０日に勢多農林高校（１９名）に群馬用水見学会を開催した。

写真－１ インドネシア水資源管理公団説明

２．香川用水調整池工事での説明会開催

、 （ ） 、 。４月２４日 香川大学 ７５名 に工事説明 品質管理についての説明を実施した

５月１８日、多度津工業高校（１１０名）に工事説明、土質試験について説明を実

施した。

８月８日、香川大学大学院（２０名）に特別講義として、日本の水資源、吉野川総

合開発、香川用水事業、調整池工事の材料・盛立試験・品質管理・現地説明を実施
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した。

９月１９日、高松高等専門学校（７５名）に工事説明、土質試験について説明を実

施した。

２月２１日～２２日、香川県（４名 、香川県水道局（８名 、香川用水土地改良区） ）

（２名）に、アースダムの技術伝承を目的に、アースダム短期研修を実施した。

写真－２ アースダム短期研修

３．豊川用水施設での説明会開催

７月１２日、愛知県土地改良事業団体連合会一宮支会の事業担当者等（３０名）に

対し、トンネル工事の工事の説明を実施した。

８月３日、豊橋市役所技術系職員若手（３０名）を対象の研修会において、トンネ

ル工事（西部幹線併設水路山村工区 、水管橋工事（西部幹線併設水路有明工区）に）

ついて説明を実施した。

写真－３ 愛知県土地改良事業団体連合会 写真－４ 豊橋市役所技術系職員研修会

４．川上ダム施設での説明会開催

８月２２日に地元、青山文化センターのやまびこサークル（大人１５名、小人３１

名）の皆さんに、工事概要の説明及び試掘坑、オオサンショウウオ保護池の見学会を

実施した。
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写真－５ 講義風景 写真－６ オオサンショウウオ保護池見学

５．大山ダム工事見学会

１１月８日、大山ダム建設所において 「筑後川水源地域対策基金」による、大山ダ、

ム工事現場及び水没者の代替地等の施設見学会を実施し、事業の必要性の認識を深め

ていただくよう努めた。

写真－７ 工事概要説明状況

６．水路事業現地検討会

水路事業現地検討会は、機構事業の関連業務に携わる関係都府県担当者が、他水系

の水路事業内容や実施状況等を把握し、水利行政に関する情報の共有化を図るため、

毎年度開催しているものである。

平成１９年度は、１１月、香川用水にて開催した。
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写真－８ 事業実施状況説明 写真－９ 現地説明

中期目標等における目標の達成状況

ダム・用水路事業では、関係機関のほか、学生、教職員、公益法人を対象に現地

見学・研修等を通じて積極的に技術の公開を進めており、平成１９年度においても

４施設において、現地見学・研修等を通じた技術の公開を実施していることから、

中期計画に掲げる技術力の提供（研修の開催を通じた関係機関への機構の技術の公

開）については、本中期目標期間中、着実に目標を達成できたものと考えている。
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（１２）技術力の維持・向上

③技術力の提供

３）高品質な委託試験の実施・提供への取組

（中期目標）

技術力の維持、向上及び蓄積した技術力の広範な提供を行う上での環境整備を図

ること。

（中期計画）

機構施設における関係機関を対象とする研修の開催等を通じ、機構の技術の公開

を進める。

（年度計画）

総合技術推進室浦和技術センターにおいては、試験所として高い品質の成果を出

すことを目指し、委託者から高い信頼性と満足を得られるよう、平成１８年３月に

国際規格に基づくＩＳＯ/ＩＥＣ１７０２５の認定を取得したところであり、当該

認定の維持及び信頼性の向上につながるマネジメントシステムの改善並びに教育訓

練を実施する。

（年度計画における目標設定の考え方）

機構施設における関係機関を対象とする現地検討会、見学会等の研修の開催等を通じ、機構の技術

の公開を進めることとした。

（平成１９年度における取組）

高品質な委託試験の実施・提供への取組■

平成１８年３月に取得したＩＳＯ/ＩＥＣ１７０２５の改善として、平成１９年３

月に２００５版への適応を行い、昨年度末にサーベイランス（定期審査）を受けてい

る。

ＩＳＯ ＩＥＣ１７０２５の維持及び信頼性の向上につなげるため、ＩＳＯ要員及/
び浦和センター職員への内部教育を実施しており、実施後の試験により教育成果を確

認した結果、正答率は８７％を超える成績であり、特に試料や試験結果の取扱のよう

な顧客との関係上重要な内容については正答率が９２％を超えており、十分な理解を

得たところである。

また、試験業務を行ううえで、測定結果が不確かさを含むことについての認識を深

めさせるため 「不確かさに関するセミナー」への参加を実施した。、

ＩＳＯ ＩＥＣ１７０２５マネジメントシステムが遵守され、的確に運用されてい/
る事を確認するための内部監査員を養成するため「内部監査員養成講座」の受講を行

い、内部監査員２名の増員を行った。
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中期目標等における目標の達成状況

ＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５（平成１８年３月取得、平成１９年３月定期更新）の

取得により、職員の技術力の向上と公的試験機関としてより高い品質の成果品を提

供できる環境が整備された。また平成１９年度は、ＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５の維

持及び信頼性の向上のため、職員等の教育訓練を実施し、委託者から高い信頼性と

満足を得られるよう努めているところであり、中期計画に掲げる技術力の提供（高

品質な委託試験の実施・提供への取組）については、本中期目標期間中、着実に目

標を達成できたものと考えている。
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（１２）技術力の維持・向上

④国際協力の推進

（中期目標）

技術力の維持、向上及び蓄積した技術力の広範な提供を行う上での環境整備を図

ること。

（中期計画）

開発途上国の水資源の開発や管理を行う機関に対して、機構の蓄積した技術情報

及び知識の提供や共有を図るとともに、技術者の能力育成に係る協力等の業務を行

う。

（年度計画）

機構の蓄積した技術情報及び知識の提供や共有を図るため、次の活動等を実施す

る。

1) ＮＡＲＢＯ（アジア河川流域機関ネットワーク）については、事務局本部と

して、参加機関に対する情報の交換・共有化を推進するため、平成１９年度も引

き続きホームページの頻繁な更新、データベースの充実、定期的なニュースレタ

ーの発行等を行う。

) ＮＡＲＢＯの研修として、統合的水資源管理普及及び河川流域管理機関の能2
力強化を目的とした「統合的水資源管理と河川流域機関強化研修」を平成１９年

また、加盟機関からの要望が強く、機構の技術と経験が活用度内に２回開催する。

できる施設管理に係る課題等の解決に向けた具体的取組を検討するワークショップを

実施する。

平成１７年度より進めてきたアジア開発銀行研究所（ＡＤＢＩ）に職員を派遣3)
してのアジア各国における水資源に関する課題・法制度等調査研究については、平成

１８年度までの調査研究の成果を踏まえ、水資源に係る重要課題である水配分問題を

中心とした調査研究を行うこととし、ＡＤＢＩへの職員派遣を引き続き継続する。

国際河川流域機関であるメコン河委員会に、平成１８年６月より職員を派遣し4)
ているところであるが、平成１９年度には当該派遣職員を通じて、アジアモンスーン

地域における各国の水に関する現状や課題等の詳細な把握に努める。

) ＪＩＣＡ等の委託に基づき、準高級統合的水資源管理研修等を実施する。5
（年度計画における目標設定の考え方）

平成18年度中に、経営企画部国際課を総合技術推進室国際グループへと改組し、より機動的に国際

貢献業務が実施できるようにする。

「 」（ ）ＮＡＲＢＯ Network of Asian River Basin Organizations：アジア河川流域機関ネットワーク

活動の一環として、適宜ホームページの更新を行うことにより、参加機関に対する情報の交換・共有

。 、 、 、を促進する また 河川流域機関等の能力強化のため ＮＡＲＢＯ研修を引き続き実施するとともに

各流域機関の現状等をふまえ、解決策を検討するワークショップを実施する。当機構とインドネシア

ＮＡＲＢＯとの間で締結された姉妹提携に基づく職員交換を実施する。
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（平成１９年度における取組）

国際協力の推進■

１．組織・体制の整備等

平成１９年度は、国際グループの今後の国際業務展開に必要となる、海外における

水資源関連の調査等に関する契約、プロポーザル作成、現地調査活動等のノウハウを

、 。吸収するため 海外における水資源関連の調査等の経験者を国際グループに配置した

２．ＮＡＲＢＯ活動

（１）ＮＡＲＢＯホームページの維持更新とデータベースの拡充等

は、アジア各国の河川流域における統合的水資源管理（ ）の確立のNARBO IWRM
ために、各国の河川流域機関（ ）の支援を行うことを目的として、機構、アジRBO
ア開発銀行（ ）及びアジア開発銀行研究所（ ）が核となり、平成１６年２ADB ADBI
月に設立し、現在、１２カ国５６機関が加盟している。

平成１９年度は、週に２回程度のホームページ更新を行い、新しい情報の発信に努

めるとともに、掲載内容の改良を行った。また、課題別ワークショップ等のＮＡＲＢ

、 、 。Ｏ活動を通じて収集した資料 年次レポートを加えて データベースの充実を図った

ニュースレターは第１１号（平成１９年８月 、第１２号（平成２０年１月）を発行し）

た。

図－１ ＮＡＲＢＯホームページ 図－２ ＮＡＲＢＯニュースレター

（２）積極的なＮＡＲＢＯ活動の展開

① 研修等の実施

ＮＡＲＢＯでは研修やワークショップを開催して、アジア各国で統合的水資源管

理が確立されるように、河川流域機関を支援する活動を行っている。

平成１９年度は新たに「水資源インフラの持続可能な管理」ワークショップ及び

「水災害に関する防災」ワークショップを立ち上げた 「水資源インフラの持続可能。

な管理」ワークショップは、平成１９年度４回（開催国：ベトナム（６月 、バング）

ラディシュ（１０月 、スリランカ（１２月 、タイ（２月 ）開催し、課題改善に向） ） ）

けた参加各機関の具体的なアクションプランに関する議論及び取りまとめを行い、

修了した 「水災害に関する防災」ワークショップは、平成１９年度は第１回を開催。

（インドネシア（１１月 ）し、各国の抱える課題抽出を行った。）
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写真－１ 第１回ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｲﾝﾄﾞﾈｼｱ) 写真－２ 第３回ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｼｭ）

② ＮＡＲＢＯ年次活動報告書の発行等

ＮＡＲＢＯは平成１６年２月に設立し、翌年以降毎年年次活動報告書を取りまと

め発行している。

平成１９年は７月に、平成１８年のＮＡＲＢＯ活動内容及び加盟機関の活動概要

等を取りまとめたＮＡＲＢＯ年次活動報告を発行し、情報の共有化のためホームペ

ージに掲載するとともに、各加盟機関に送付した。

図－３ 年次活動報告書（ＣＤ版） 図－４ 年次活動報告書

（３）アジア開発銀行研究所への職員派遣

平成１７年度より、今後の国際業務展開に必要となるアジア各国における水資源に

関する課題・法制度等を調査研究するため、アジア開発銀行研究所に職員１名を派遣

している。

平成１９年度も機構とアジア開発銀行研究所が中心となって実施するＮＡＲＢＯの

課題別ワークショップを通じて、引き続きアジア地域６ヶ国の水配分と水利権の現状

と課題について検討した。

また、ＮＡＲＢＯ主催の河川流域機関評価（ベンチマーキング）会議（平成１９年

、 ） 、 。６月 ベトナム に参加し 統合的水資源管理の評価手法について情報収集に努めた

（４）国際河川流域機関メコン河委員会への職員派遣

国際河川流域機関メコン河委員会に平成１８年６月より職員１名を派遣し、プログ

ラム活動への参加・調整、文部科学省ＣＲＥＳＴ Ｗｏｒｋｓｈｏｐにおける発表、Ｍ
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ｅｋｏｎｇ Ｐｅｏｐｌｅシンポジウムへの参加を実施した。

現在、流域開発プログラム（ＲＢＰ）フェーズ２に関して調査着手報告書作成及び

ガイドライン案の作成に取り組んでいる。

平成１９年度ではラオスにおける水に関する現状や課題等の把握を行っている。ラ

オスでは水力発電が最も関心の高い分野であり、タイ・中国・ロシアの民間セクター

を中心に開発が進められている。また、潅漑分野では日本から農林水産省がプロジェ

クトを実施中である。

（５）インドネシアＮＡＲＢＯとの姉妹提携に基づく活動の実施

機構は平成１６年度に、インドネシアＮＡＲＢＯ（インドネシア国においてＮＡＲ

ＢＯに加盟している１８機関で作る団体）との間で、会議等による情報の交換及び職

。 、 、員の相互派遣を目的とする姉妹提携を締結した これに基づいて 平成１７年度以降

毎年度職員交換を行ってきた。第３回となる平成１９年度はインドネシアＮＡＲＢＯ

から３名（インドネシア水資源公団Ⅰ（２名 、インドネシア水資源公団Ⅱ（１名 ）） ）

が８月７日から９月７日までの３２日間、機構を訪問し、技術情報等の交換を実施し

た。

なお、このインドネシアＮＡＲＢＯとの姉妹提携による意見交換を通じて、インド

ネシア国の河川流域機関に対する水資源管理能力向上が急務であることが判明し、Ｊ

ＩＣＡの技術協力案件として着手できるよう、機構とインドネシア政府が協力して取

り組んでいるところである。

写真－３ インドネシアからの派遣

ＮＡＲＢＯの目的と水資源機構の役割等

は、アジア各国の河川流域における統合的水資源管理（ ）の確NARBO IWRM
、 （ ） 、 、立のために 各国の河川流域機関 の支援を行うことを目的として 機構RBO

アジア開発銀行（ ）およびアジア開発銀行研究所（ ）が核となり、平ADB ADBI
成１６年２月に設立した。当機構は、この目標達成に向けて、中心的存在として

活動するためＮＡＲＢＯの事務局の役割を担い、蓄積された経験と技術をアジア

の各国に還元している。

、 、 。なお 平成２０年１月現在 ＮＡＲＢＯには１２ヶ国５６機関が参加している
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（６ 「 アジア・太平洋水サミット』オープンイベント」の取組）『

平成１９年１２月３～４日の２日間、アジア・太平洋の各国首脳等が大分県別府市

に参集し、アジア・太平洋水フォーラムが主催する第 回アジア・太平洋水サミット1
以下 水サミット という が開催され この水サミットの関連行事として １２（ 、「 」 。） 、 、

月１～５日の５日間、第１回アジア・太平洋水サミットのオープンイベント（以下、

「オープンイベント」という ）が催された。。

ＮＡＲＢＯはオープンイベントに参加し、１２月１日に「アジア・太平洋地域の特

徴とその統合的水資源管理に関するシンポジウム 以下 ｢ＮＡＲＢＯシンポジウム｣」（ 、

という ）を主催し、アジア・太平洋地域の自然および社会経済的特徴を反映した統。

合的水資源管理の必要性について議論し、認識を深め、その成果をシンポジウムから

の報告として取りまとめた。この成果は、水サミット参加者に配布された。

写真－４ アジア太平洋水サミット

３．海外からの研修生の受入れ

（１）独立行政法人 国際協力機構（ＪＩＣＡ）からの受託による研修の実施

平成１６年度から、機構の蓄積した技術情報や知識を提供するため、受託による研

修を開始したところであり、平成１９年度においては以下の研修を行った。

写真－５ イラン研修写真 写真－６ ＩＷＲＭ研修写真
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表－１ 平成１９年度受託研修一覧

依頼機関国 名 件 名 人数
研 修 受 入 時 期 受入

日数自 至

アジア10ヵ国 9 2007年08月31日 2007年09月14日 15 JICA平成19年度(集団研修)｢統合的水資源管理｣

イラン 10 2007年10月30日 2007年11月22日 24 JICA平成19年度(国別研修)｢ｲﾗﾝ統合的水資源管理｣

マレーシア 10 2008年01月09日 2008年01月31日 23 JICA平成19年度(国別研修)｢ﾏﾚｰｼｱ統合的流域河川管理｣

シリア 10 2008年02月12日 2008年02月28日 17 JICA平成19年度(国別研修)｢ｼﾘｱダムの管理と安全｣

（２）その他の研修生の受け入れ

技術者の能力育成に係る国際協力として、ＪＩＣＡ等を通じて海外からの研修生等

を受け入れている。平成１９年度中は２５件１２５名を受け入れ、研修生に対して、

事業概要等の説明、施設見学等を実施した。

中期目標期間における達成状況

平成１９年度も、国際業務を確実に実施するため、平成１７・１８年度に引き続

き職員１名をアジア開発銀行研究所に継続して派遣して、今後の業務活動の基礎的

情報となる水資源に関する課題・法制度の調査研究を実施した。

平成１６年２月に設立したＮＡＲＢＯ活動として、ニュースレターの発信を継続

するとともに、ホームページの的確な維持更新を実施し、更なる情報共有化等を図

るためのデータベースの充実を図った。また、平成１９年度に新たに「水資源イン

フラの持続可能な管理」及び「水災害に関する防災」ワークショップを立ち上げ、

技術者の能力育成に係る業務を実施している。この他、姉妹提携に基づく職員の相

、「 」 。 、互派 アジア・太平洋サミット オープンイベントへの参加等を実施した また

昨年度に引き続き、受託による研修等も実施している。これらのことから、中期計

画に掲げる国際協力の推進については、本中期目標期間内に、着実に目標を達成で

きたものと考えている。
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（１２）技術力の維持・向上

■水に関する知見、先端技術に関する情報の収集

（中期目標）

技術力の維持、向上及び蓄積した技術力の広範な提供を行う上での環境整備を図

ること。

（中期計画）

計画的に新技術の活用等に取り組むとともに 「施設の効率的管理と管理技術の、

体系化、水資源の開発又は利用と自然環境の保全との両立、事業コスト縮減」をキ

ーワードとした「技術５カ年計画」を、平成１５年度中に作成する。また、作成さ

れた「技術５カ年計画」に基づき、技術の開発や普及を進め、技術力の維持・向上

を図る。

（年度計画）

「 」 。平成１７年度に機構内に設置した 新技術に関する勉強会 を引き続き実施する

（年度計画における目標設定の考え方）

「水資源機構技術５カ年計画」に基づき、各重点プロジェクトの実施項目を推進することとした。

（平成１９年度における取組）

■新技術に関する勉強会

各分野にまたがる最先端技術の動向について、幅広く知見を収集することにより、

職員の技術力の向上と視野の拡大を図るとともに、機構における今後の業務展開に係

る検討に資することを目的として、平成１７年度より「新技術に関する勉強会」を実

施し、最先端の企業や大学等の研究者を招いた講演会、意見交換等の取組を実施して

いる。

平成１９年度は計９回勉強会を実施し 「オゾン処理 「超微細気泡散気装置による、 」、

下水処理 「貯水池底層酸素供給システム」などの講演により、最先端の水処理技術」、

の動向に関する知見を得るとともに 「電気化学的水処理と水環境修復」などの講演に、

より、最先端の環境技術の動向等に関する知見が得られた。

今後も引き続き、各分野における最新技術の動向について、幅広く知見を収集して

いく予定である。
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表－１ 新技術に関する勉強会実施状況（平成１９年度）

実施日 主要テーマ

第18回 平成19年４月９日 ○ （ ）水処理 オゾン処理

第19回 平成19年５月７日 ○ （ ）水処理 超微細気泡散気装置による下水処理

第20回 平成19年６月４日 ○水処理 （ ）貯水池底層酸素供給システム

第21回 平成19年７月２日 ○ （ ）気象 人工降雨・降雪

第22回 平成19年９月３日 ○ （ ）環境 超臨界水

第23回 平成19年10月１日 ○ （ ）環境 電気化学的水処理と水環境修復

第24回 平成19年11月５日 ○水処理 （ ）表層水深層注入による富栄養化対策

第25回 平成19年12月３日 ○水処理 （ ）バイオマニピュレーション

第26回 平成20年１月15日 ○水処理 （ ）環境浄化微生物による水質浄化

中期目標等における目標の達成状況

平成１９年度も、平成１８年度に引き続き「新技術に関する勉強会」を９回実施

し、水に関する知見や各分野の最先端の技術動向に関する知見を得ている。

これにより、中期目標に掲げる技術力の維持・向上（水に関する知見、先端技術

に関する情報の収集）については、本中期目標期間中に着実に達成できたものと考

えている。




